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⑷　日本の貿易は，1970年代以降，
一時期を除き輸出額・輸入額とも増
加を続けている。また，特に1980年
代以降は，輸出額が輸入額を上回る
年が続いていたこともおさえておく
こと。

情報化と少子高齢化 P.12, 13

1 ⑴　情報通信技術
　　⑵　スマートフォン　　⑶　情報化

⑷　少子高齢化　　⑸　社会保障
考え方 ⑴　ICTと呼ばれる。AI店員やドロ

ーンを使った配達など幅
はば

広
ひろ

い分野で
利用が期待されている。
⑷　少子化と高齢化が同時に進むこ
と。出生率の低下が続いていること
で子どもの数が減り，医

い

療
りょう

の進歩に
より平均寿

じゅ

命
みょう

がのびたことで，65歳
さい

以上の高齢者の割合が増え続けてい
る。
⑸　年金や介

かい

護
ご

など，高齢者福
ふく

祉
し

に
かかる費用を含

ふく

む。少子高齢化が進
むと，社会保障費を負担する働く世
代の数が減る一方で，年金などを受
給する高齢者の数は増えていくので，
働く世代一人あたりの負担がどんど
ん重くなるという問題が生じる。

2 ⑴　インターネット・ショッピング
⑵　電子マネー　　⑶　GPS
考え方 ⑴ 一

いっ

般
ぱん

に「ネット・ショッピング」
とも呼ばれる。インターネットを通
じて商品を探し，注文するもので，
支
し

払
はら

いはクレジットカードを利用す
る場合が多い。商品の種類が多い，
自宅にいながら買い物ができる，な
ど便利な点が多く，売り上げを急速
にのばしているが，商品を実際に手
にとって選ぶわけではないので，期
待していたものとはちがうものが届
いたり，支払いをめぐるトラブルが

１ 現代社会とわたしたちの生活

スタートドリル P.8, 9

1 ⑴　グローバル化　　⑵　国際分業
⑶　多文化共生

2 ⑴　スマートフォン
⑵　情報化　　⑶　情報リテラシー

3 ⑴　合計特
とく

殊
しゅ

出生率　　⑵　低下
⑶　増えている　　⑷　少子高

こう

齢
れい

化

4 ⑴　文化　　⑵　伝統文化
⑶　ひな祭り　　⑷　年中行事

グローバル化と国際協力 P.10, 11

1 ⑴　グローバル化　　⑵　外国人労働者
⑶　国際分業　　⑷　持続可能な社会
考え方 ⑴　航空機の大型化・高速化など交

通の発達と，インターネットなど通
信技術の進歩により，人，商品，お
金，情報などの移動が容易になった。

2 ⑴　交通　　⑵　商品　　⑶　格差
⑷　国際協力

3 ⑴　韓
かん

国
こく

・朝
ちょう

鮮
せん

　　⑵　中
ちゅう

国
ごく

⑶　多文化共生　　⑷　ア
⑸　食料　　⑹　グローバル化
考え方 ⑴　韓国・朝鮮は1910年から1945年

まで日本が植民地としていた関係で，
第二次世界大戦前や大戦中に日本に
移り住んだ人々や，その子孫にあた
る人が多い。そうした人々の中には
日本国

こく

籍
せき

を取って日本に帰
き

化
か

した人
もいるが，外国人登録をして日本に
住んでいる人も数多くいるのである。
⑵　近年，中国はわが国にとって最
大の貿易相手国となっている。そう
した経済的なつながりを反映して，
中国から来る人が増えている。また，
ベトナムなど，東南アジア出身の
人々が急増している。
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イスラム教，仏教はその代表的なも
のであるが，世界中には他にも数多
くの宗教が存在する。

2 ⑴　伝統文化　　⑵　生活文化
⑶　年中行事
考え方 ⑶　正月の一連の行事，ひな祭りな

どの節
せっ

句
く

，花見や月見などの季節の
行事のように，毎年決まった時期に
行われるものをいう。

3 ⑴　芸術　　⑵　科学　　⑶　宗教
⑷　伝統文化　　⑸　アイヌ文化
考え方 ⑸　沖縄，奄

あま

美
み

群島の琉
りゅう

球
きゅう

文化もあ
わせておさえよう。

4 ⑴　七
たな

夕
ばた

　　⑵　年中行事
考え方 ⑴　中国に起源をもち，わが国独自

の形をもつようになった伝統文化と
いうことができる。
⑵　わが国の場合，初

はつ

詣
もうで

や彼
ひ

岸
がん

，お
盆
ぼん

などのように，神
しん

道
とう

や仏教と関連
をもつものも多い。

まとまとめのドリル P.16, 17

1 ⑴　①　グローバル　　②　情報化
③　出生率　　④　平均寿

じゅ

命
みょう

⑤　少子高
こう

齢
れい

　　⑥　社会保障
⑵　A　AI（人工知能）
B　ビッグデータ
考え方 ⑴　現代社会の特色についての問題。

現代社会を考える上で大きなポイン
トとなるのは，グローバル化，情報
化，少子高齢化の３つである。それ
ぞれの特色がはっきり見られるよう
になった背景をおさえること。
⑵　大量に集められたデータをAI
の技術などで分

ぶん

析
せき

することで，防災
の仕組みなどさまざまな分野で技術
革新がおこっている。

2 ⑴　文化　　⑵　①　宗教
②　芸術　　⑶　①　A　ひな祭り
B　七

たな

夕
ばた

　　②　A　3月　　

発生するなど，問題点もある。
⑵　IC（集積回路）カードによるも
のが多いが，スマートフォンに電子
マネーの機能を備えたものも増えて
いる。

3 ⑴　SNS（ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス）
⑵　イ，エ
考え方 ⑴　SNSが普

ふ

及
きゅう

するにつれ以前に増
して情報モラル，情報リテラシーの
大切さが説かれるようになった。

4 ⑴　低くなった　　⑵　増えている
⑶　少子高

こう

齢
れい

化
考え方 ⑴　子どもの数が減っていることか

ら，合計特
とく

殊
しゅ

出生率は低下している
と判断できる。合計特殊出生率が低
下した原因としては，晩

ばん

婚
こん

化・非婚
化により出産の平均年齢が上がった
こと，保育所の不足や教育費の問題
などで２人目，３人目の出産をため
らう親が多いこと，などが挙げられ
る。
⑵　65歳以上の人を高齢者といい，
高齢者の割合が７％を超えている状
態を高齢化社会という。日本は1970
年に高齢化社会となり，その後も割
合は増え続けている。1994年には高
齢者の割合は14％を超

こ

え，高齢社会
に突
とつ

入
にゅう

した。さらに2007年以降，高
齢者の割合が21％以上の社会である
超高齢社会になっている。

社会生活と文化 P.14, 15

1 ⑴　文化　　⑵　科学　　⑶　宗教
⑷　芸術
考え方 ⑴　道具のような形のあるものや言

葉のように形のないものも含
ふく

めて，
人間がつくり出してきたものは，す
べて文化といえる。
⑶　三大宗教といわれるキリスト教，
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B　７月（８月）　⑷　年中行事
考え方 ⑵ ①日本の歴史では一

いっ

向
こう

一
いっ

揆
き

や島
しま

原
ばら

・天
あま

草
くさ

一揆，世界の歴史では十
じゅう

字
じ

軍
ぐん

など，宗教に関連する対立や紛
ふん

争
そう

は多い。現代社会においても，たと
えば中

ちゅう

東
とう

戦争はユダヤ教徒とイスラ
ム教徒の対立という側面をもってお
り，同時多発テロやイラク戦争には
キリスト教世界とイスラム教世界の
対立という面があると指

し

摘
てき

される。

2 社会集団とわたしたち

スタートドリル P.20, 21

1 ⑴　①　家族　　②　地域社会
　　③　学校　　④　職場　　⑵社会的

2 ⑴　校則　　⑵　家族
⑶　安全を確保する　　⑷　過

か

疎
そ

3 ⑴　基礎的　　⑵　休息
⑶　核

かく

家
か

族
ぞく

　　⑷　単独世帯
⑸　均

きん

分
ぶん

相続

4 ⑴　①　対立　　②　合意
　　③　効率　　④　公正

　　⑵　全会一
いっ

致
ち

制

社会集団と家族 P.22, 23

1 ⑴　社会集団　　⑵　家族
⑶　核家族　　⑷　地域社会
⑸　社会的存在
考え方 ⑶　３世代が同居する大家族の割合

は減ってきている。
⑷　地域社会は，市（区）町村のよう
な行政の単位と必ずしも一

いっ

致
ち

するわ
けではない。
⑸　人間は一人で生きているわけで
はなく，必ず何らかの社会集団に属
している。また，家族，地域社会，
学校あるいは職場というように，い

くつかの社会集団に同時に属してい
る。

2 ⑴　土台　　⑵　いこい　　⑶　介
かい

護
ご

⑷　言葉　　⑸　人格　　　⑹　単独
考え方 家族の意義やはたらきについての問

題。家族は生活の単位であり，子ど
もにとっては生きていく上で必要な
知識や生活習慣を身につける学びの
場でもある。そうした意味で，家族
は「生活の土台となる社会集団」とい
われるのである。

3 ⑴　①　家族　　②　地域社会
③　学校　　④　職場　　⑵　①
考え方 ⑵　学校や職場は，目的をもって自

ら入る集団である。部活動や趣
しゅ

味
み

の
サークルなども，同様のものという
ことができる。

4 ⑴　第 24条　　⑵　均分相続
考え方 ⑴　憲法第24条には，婚

こん

姻
いん

は両性の
合意のみに基づいて成立し，相

そう

互
ご

の
協力により維

い

持
じ

されなければならな
いと規定されている。また，家族に
ついては，個人の尊厳と両性の本質
的平等に立

りっ

脚
きゃく

しなければならないと
されている。
⑵　第二次世界大戦前の民法では，
一家の財産はすべて「戸

こ

主
しゅ

」である父
親が管理し，父親が死んだ場合は長
男が全財産を相続するきまりになっ
ていた。第二次世界大戦後，民法が
改定され「戸主」制度は廃

はい

止
し

された。
そして相続については，配

はい

偶
ぐう

者
しゃ

が遺
産の２分の１を相続し，子どもが複
数の場合は，残りの２分の１を均等
に分けて相続することになった。こ
の仕組みを均分相続という。なお，
子どもの性別や，結婚しているかし
ていないかで配分に差が生じること
はない。
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⑵　全世帯の住民が参加して話し合
いの場が設けられているから，手続
きの公正さは確保されている。アは，
全世帯が等しい金額を負担すること
で合意に達しているので，結果の面
から公正であるといえる。また全会
一致で承認されていることからも，
その点に問題はないといえる。なお，
ウについては，結果の公正さという
視点と，今後同様の問題が生じたと
きに，解決が容易になることが予想
されるから，「効率」の面で有効であ
ったということができる。

まとまとめのドリル P.26, 27

1 ⑴　家族　　⑵　地域社会　　⑶　学校
⑷　職場　　⑸　社会的
考え方 ⑸「人間は社会的存在である」とは，

人間は一人で生きているのではなく，
集団や社会を構成し，他者とのかか
わり，他者とのつながりの中で生き
ている，ということである。

2 ⑴　両性の本質的（平等）
⑵　㋐相互の協力　　㋑法律
⑶　均分相続
考え方 ⑴　日本国憲法ができる前までは，

日本の女性の立場は非常に低いもの
だった。日本国憲法において両性の
本質的平等が盛

も

り込
こ

まれたことによ
り，女性の権利を認める法律が整備
されていった。

3 ⑴　①　イ　　②　ア　　③　エ
④　ウ　　⑵　ア，エ
考え方 ⑴　①ピアノを練習したい住民と，

これをうるさいと感じる住民がいる
わけである。　③合意事項は対立す
る双方の権利を認めた合理的なもの
で，全世帯の承認も得られているか
ら，効率の面で適切なものというこ
とができる。　④全世帯の住民が参

対立と合意 P.24, 25

1 ⑴　対立　　⑵　合意　　⑶　効率
⑷　公正
考え方 集団内や集団間で対立や争い，もめ

ごとが生じた場合，それをどのよう
に解決していくか，ということにつ
いての問題である。ポイントとなる
のは，どうすればみんなが納得でき
る解決策が得られるか，ということ
である。

2 ⑴　きまり　　⑵　権利
⑶　全会一

いっ

致
ち

制　　⑷　多数決制
考え方 ⑴　きまりには，トラブルを解決す

るはたらきと，トラブルを未然に防
ぐはたらきがある。きまりの代表的
なものが法律であるが，グループや
サークルの規則や取り決めなども，
きまりの一種である。
⑵　きまりはみんなが納得できるも
のでなくてはならない。そのために
は，だれにどのような権利と義務が
あるのかを，まず明らかにする必要
がある。
⑶　全会一致制は，全員が納得する
まで話し合って決めるので，決定後
に，トラブルが発生する可能性は少
ないが，決定までに時間がかかるこ
とが多い。
⑷　多数決制は，決定までにはあま
り時間がかからないが，異なる意見
の人がいるわけであるから，そうし
た人たちの意見や立場も十分に考

こう

慮
りょ

しながら決定するようにしなければ
ならない。

3 ⑴　負担　　⑵　イ
考え方 ⑴　事例の内容をよく読めば，問題

となったのは，自転車置場を利用し
ている世帯とそうでない世帯で，負
担が同じでよいのかどうか，という
ことであることがわかる。
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加して話し合いの場が設けられてい
るから，特に手続きの面で公正であ
る。
⑵ イとウは，多数決制にあてはま
る。

3 人権と日本国憲法

スタートドリル P.30, 31

1 ⑴　①　ロック　　②　モンテスキュー
③　ルソー　　⑵　①　独立宣言
②　人権宣言

2 ⑴　A　国民主権
B　基本的人権の尊重　　C　平和主義
⑵　象

しょう

徴
ちょう

3 ⑴　①　1889　　②　1947
　　⑵　③　天

てん

皇
のう

　　④　国民　　⑤　法律
　　⑥　永久

4 ⑴　ⓐ　３分の２以上　　ⓑ　過半数
⑵　①　国会　　②　国民投票

人権思想の発達　　 P.32, 33

1 ⑴　自由　　⑵　専
せん

制
せい

　　⑶　ロック
⑷　モンテスキュー　　⑸　ルソー
⑹　独立宣言　　⑺　人権宣言
考え方 ⑵　国王など絶対的な権力をもった

者が，国民の権利を無視する形で行
う政治を，専制政治という。民主政
治の対極にある政治の進め方という
ことができる。

2 ⑴　世界人権宣言　　⑵　社会権
⑶　ワイマール憲法
考え方 ⑴　マグナ・カルタとは，1215年，

イギリスの国王が，貴族の要求に応
じて発布した文章で，王権の制限と
法と政治の原則を確認したものであ
る。権利章典は，1689年，法律の制
定や停止，課税などに関して議会の

承認を得ることを法制化したもので
ある。どちらも，立憲君主制や議会
政治の起こりとして重要な出来事だ
った。
⑵　19世紀に基本的人権の中心とな
っていたのは，平等権と自由権であ
った。資本主義が発達すると，貧富
の差が拡大し，労働者の貧困や失業，
病気といった社会問題が発生するこ
とになった。こうした問題を解決す
るため，すべての人に「人間らしい
生活」を保障しようとする社会権の
考え方が生まれたのである。
⑶　正式には「ドイツ共和国憲法」と
いう。第一次世界大戦直後の1919年，
ドイツのワイマールで制定された。

3 ⑴　権
けん

利
り

章
しょう

典
てん

⑵　①　アメリカ独立宣言
②　フランス人権宣言
考え方 ⑴　1688年，イギリスでは専制政治

を行っていた国王が国外に亡命し，
オランダから国王の娘

むすめ

夫
ふう

婦
ふ

が新国王
として迎

むか

えられた。これを名
めい

誉
よ

革命
という。翌年，国王夫妻は議会の優

ゆう

越
えつ

などを定めた権利章典を発布し，
これによりイギリスの議会政治が確
立された。
⑵　①　アメリカの独立宣言は，ア
メリカの植民地の人々がイギリス本
国に対しておこした独立戦争のさ中
に出された。ロックが主張した基本
的人権や人民の抵

てい

抗
こう

権などの思想が
とり入れられている。　②　フラン
ス人権宣言は，フランス革命がおき
た1789年，平

へい

民
みん

の代表で構成された
国民議会によって発表された。基本
的人権や民主政治の原理を明確に打
ち出し，その後の各国の近代憲法な
どに大きな影

えい

響
きょう

をあたえた。

4 ⑴　ロック　　⑵　モンテスキュー
⑶　ルソー
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した当初の改正案が不十分なもので
あったため，GHQは自ら作成した
原案を日本政府に提示した。これを
もとに日本政府が改めて作成したも
のが日本国憲法の原案となり，帝国
議会による審

しん

議
ぎ

を経て，1946年11月
３日，日本国憲法として公布された。

2 ⑴　自由民権運動　　⑵　ルソー
⑶　①　天皇　　②　法律
⑷　治安維

い

持
じ

法　　⑸　ポツダム宣言
考え方 ⑴　民

みん

撰
せん

議院設立建白書は，征
せい

韓
かん

論
ろん

をめぐる対立から政府を去った，板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

らが中心となって作成したも
のである。
⑶　②　大日本帝国憲法は「臣

しん

民
みん

ノ
権利」として言論の自由などいくつ
かの人権を保障していたが，それら
は「法律ノ範

はん

囲
い

内ニ於
おい

テ」認められる
ものであった。その結果，治安維持
法のような法律によって，人権が制
限されることが多くなっていったの
である。
⑷　社会主義運動を取

と

り締
し

まるため
に制定されたものであるが，のちに
は自由主義者など政府に批判的な思
想の持ち主と見なされた多くの人々
が，この法律を根

こん

拠
きょ

に逮
たい

捕
ほ

・拘
こう

束
そく

さ
れていった。

3 　　⑴　1946 年 11 月 3日
　　⑵　1947 年 5月 3日
考え方 ⑴　11月３日は，それまでは「明治

節」（明治天皇の誕生日）という祝日
であったが，その後，「文化の日」と
改められた。
⑵　公布の日の半年後である。この
日が「憲法記念日」とされた。

日本国憲法の基本原則  P.36, 37

1 ⑴　A　基本的人権の尊重
B　国民主権　　C　平和主義

考え方 ⑴　17世紀末から18世紀初めに活
かつ

躍
やく

したイギリスの哲
てつ

学
がく

者
しゃ

。『統
とう

治
ち

二論
（市民政府二論）』は，名誉革命を正
当化するために書かれたものである。
⑵　18世紀のフランスの思想家。三
権分立の理論を初めて体系化したこ
とで知られる。　⑶　スイスで生ま
れ，フランスで活躍した18世紀の思
想家。多方面で活躍したが，政治思
想の分野では，『社会契

けい

約
やく

論』の中で
人民主権を説いたことが知られる。
なお，日本では明治時代に中

なか

江
え

兆
ちょう

民
みん

がその思想を紹
しょう

介
かい

し，自由民権運動
に大きな影響をあたえた。

日本国憲法の制定  P.34, 35
 

1 ⑴　明治　　⑵　立憲主義
⑶　大日本帝

てい

国
こく

憲法　　⑷　天
てん

皇
のう

⑸　ポツダム宣言　　
⑹　連合国軍最高司令官総司令部
⑺　①　11月 3日　　②　5月 3日
考え方 ⑶　ヨーロッパで各国の憲法や政治

制度を学んだ伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

は，帰国後，
皇
こう

帝
てい

の権力の強いドイツの憲法を参
考に憲法の草案作成を進めた。
⑷　国の政治のあり方を最終的に決
める権限を主権という。大日本帝国
憲法では「主権」という語句は用いら
れていないが，第１条に「大日本帝
国ハ万

ばん

世
せい

一
いっ

系
けい

ノ天皇之
これ

ヲ統治ス」，
第４条に「天皇ハ国ノ元

げん

首
しゅ

ニシテ統
治権ヲ総

そう

攬
らん

シ…」などとあることか
ら，主権が天皇にあるとしているこ
とは明確である。
⑹　占

せん

領
りょう

下
か

の日本は，連合国軍最高
司令官総司令部（GHQ）の指示に基
づき日本政府が政治を進めるという
間接統治の形がとられた。そして，
GHQは日本政府に大日本帝国憲法
の改正を指示したが，日本政府が示
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⑵　①　象
しょう

徴
ちょう

　　②　内閣
考え方 ⑴　日本国憲法の三大原則と呼ばれ

るもの。
⑵　大日本帝

てい

国
こく

憲法の下では国の主
権者であった天

てん

皇
のう

は，日本国憲法の
下では日本国および日本国民統合の
象徴とされ，政治的な権限をいっさ
い持たず，内閣の助言と承認に基づ
いて憲法に定められた国

こく

事
じ

行
こう

為
い

を行
うことになった。国事行為は法律の
公布や国会の召

しょう

集
しゅう

，内閣総理大臣の
任命など，すべて儀

ぎ

礼
れい

的・形式的な
ものである。

2 ①　３分の２以上　　②　国会
③　国民投票　　④　過半数
⑤　天皇
考え方 憲法改正の手続きに関する問題。内

容を確実におさえておくこと。ポイ
ントになるのは，法律など一般の議
案は「出席議員の過半数の賛成」で可
決されるが，憲法改正の発議につい
ては「両議院で総議員の３分の２以
上の賛成が必要」となることと，国
会による発議の後に行われる国民投
票で過半数の賛成が必要，というこ
とである。

3 ⑴　①　1889　　②　1947
⑵　③　天皇　　④　国民　　⑤　法律
⑥　永久　　⑦　戦力

4 ⑴　平和主義　　⑵　国民主権
⑶　基本的人権の尊重
考え方 ⑴　平和主義の基本精神について述

べている。
⑵　国民主権については，第１条で
も明確に規定されている。
⑶　基本的人権の基

き

盤
ばん

となる平等権
（法の下

もと

の平等）についての規定。

44 平和主義と日本の安全保障  P.38, 39

1 ⑴　平和　　⑵　政府　　⑶　9
⑷　放

ほう

棄
き

　　⑸　戦力　　⑹　交戦
考え方 日本国憲法は平和主義を基本原則の

１つとしており，前文でその精神に
ついて述べるとともに，第９条でそ
の内容を具体的に規定している。特
に第９条については，最も重要な条
文の１つであるので，条文全部を暗
記するつもりでおさえておくべきで
ある。

2 ⑴　自衛隊　　⑵　文
ぶん

民
みん

統
とう

制
せい

⑶　非
ひ

核
かく

三原則
考え方 ⑴　 朝

ちょう

鮮
せん

戦 争 が お き た1950年，
GHQの指示によって創設された警
察予備隊が，1952年に保安隊，1954
年に自衛隊となった。自衛隊は発足
時から，それが憲法第９条によって
保有が禁じられている「戦力」にあた
るかどうかが議論されてきたが，政
府の見解は，日本国憲法も国の自衛
権は否定しておらず，自衛隊は自衛
のための最小限度の実力であり，憲
法にいう「戦力」にはあたらない，と
いうものである。また，自国と密接
な関係にある他国が攻撃を受けた際，
防衛活動に参加する権利を集団的自
衛権という。日本は必要最小限の集
団的自衛権は許されるという見解に
変更し，関連する法律を改定した。

3 ⑴　第 9条　　⑵　①　戦争
②　放棄　　③　戦力　　④　交戦権
⑶　平和主義
考え方 ⑴　Aは第９条の第１項，Bは同じ

く第２項である。

4 ⑴　アメリカ（アメリカ合衆国）
⑵　沖縄県　　⑶　日米安全保障条約
考え方 ⑵　第二次世界大戦末期にアメリカ

軍が上陸し，激戦の末に占
せん

領
りょう

された
沖縄は，戦後もアメリカによる統治
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になった。
⑷ 唯

ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

としての立場から，
わが国は核兵器については，これを

「持たず，つくらず，持ちこませず」
という原則をとっている。非核三原
則は1967年，佐

さ

藤
とう

栄
えい

作
さく

首相が国会答
弁で述べたのが最初で，その後，政
府の基本方針として受

う

け継
つ

がれてき
ている。

定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.42, 43

１１ ⑴　①　グローバル　　②　情報
③　少子高

こう

齢
れい

　　⑵　インターネット
⑶　年中行事　　⑷　芸術
考え方 ⑴　①は「世界の一体化」という点が

ポイントになる。

22 ⑴　①　社会　　②　対立　　③　合意
④　効率　　⑤　公正　　⑵　核

かく

家
か

族
ぞく

考え方 ⑴　④は，時間やお金，労力などの
点で無

む

駄
だ

のない合理的なものになっ
ているかどうかということ。⑤は，
手続きや内容の点でだれもが納得の
いくものになっているかどうかとい
うことである。

33 ⑴　ロック　　⑵　人権宣言　　⑶　天
てん

皇
のう

⑷　ワイマール憲法（ドイツ共和国憲法）
⑸　国民主権，基本的人権の尊重，平和
主義　　⑹　日米安全保障条約
考え方 ⑴　民衆の抵

てい

抗
こう

権とは，統治者が民
衆の意思にそぐわない政治を行った
場合，国民は統治者を交代させる権
利をもつということである。

4 日本国憲法と基本的人権

スタートドリル P.46, 47

1 ⑴　A　平等権　　B　自由権
C　社会権　　⑵　D　参政権

下に置かれたため，広大な軍事基地
が築かれた。1972年に日本への復帰
が実現した後も基地はそのまま残さ
れたため，2017年現在も日本にある
アメリカ軍用施

し

設
せつ

の総面積の約70％
が沖縄に集中している。

まとまとめのドリル P.40, 41

1 ⑴　ロック　　⑵　独立宣言
⑶　①　（フランス）人権宣言　　
②　ルソー　　⑷　社会権
考え方 ⑷　「人間に値

あたい

する生存」（生存権）な
どの規定を定めていた。

2 ⑴　A　平和主義　　B　国民主権
C　基本的人権の尊重　　⑵　第 9条
⑶　①　象徴　　②　内閣
⑷　①　国会　　②　国民投票
考え方 ⑷　日本国憲法の改正は，両議院で

それぞれ総議員の３分の２以上が賛
成した場合に国会がこれを発議し，
国民投票で過半数が賛成すれば成立
する。

3 ⑴　戦力　　⑵　PKO
⑶　日米安全保障条約
⑷　（例）核

かく

兵
へい

器
き

を「持たず，つくらず，
持ちこませず」という原則。
考え方 ⑴　日本国憲法第９条は「戦力の不

ふ

保
ほ

持
じ

」を明記しているが，日本政府
は「自衛隊は自衛のための必要最小
限度の実力であり，憲法にいう『戦
力』にはあたらない」とする見解をと
ってきた。
⑵　国際連合が行うPKO（平和維

い

持
じ

活動）は，紛
ふん

争
そう

地域に国連がPKF（平
和維持軍）を派

は

遣
けん

し，停戦の監
かん

視
し

や
公正な選挙の実施などを行うもの。
日本では1992年に「国際平和協力法

（PKO協力法）」が制定され，同法に
基づき，平和維持活動に参加するた
めに自衛隊が海外に派遣されるよう

0001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   90001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   9 2021/04/22   11:272021/04/22   11:27



10

E　請
せい

求
きゅう

権　　⑶　①　身体
②　精神　　③　経済活動
考え方 ⑴　基本的人権の種類についての問

題。基本的人権は平等権をもとにし
て，自由権，社会権，基本的人権を
守るための権利に大きく分類される
ことをおさえる。

2 ⑴　普
ふ

通
つう

教育　　⑵　勤労　　⑶　納税
考え方 日本国憲法に明記された，「国民の三

大義務」と呼ばれるものである。

3 ⑴　環境権　　⑵　知る権利
⑶　プライバシーの権利
⑷　自己決定権
考え方「新しい人権」についての問題。日本

国憲法の制定から70年以上が経過し，
社会の変化とともに新しい人権が主
張されるようになり，その中のいく
つかは広く認められるようになって
きている。

4 ⑴　世界人権宣言　　⑵　国際人権規約
　　⑶　子どもの権利条約

基本的人権と平等権 P.48, 49

1 ⑴　永久　　⑵　個人　　⑶　平等
考え方 基本的人権の原理についての問題。

日本国憲法は基本的人権を「侵
おか

すこ
とのできない永久の権利」として保
障している。また，一人ひとりの人
権を保障するためには，「個人の尊
重」と「法の下

もと

の平等」という原則が
守られることが前提となる。

2 ⑴　①㋓　　②㋔　　⑵　同
どう

和
わ

問題
⑶　アイヌ民族
考え方 ⑴　1979年に国連で女子差別撤

てっ

廃
ぱい

条
約が採択されたことをきっかけに，
日本でも少しずつ法律が整備されて
いった。1985年成立の男女雇

こ

用
よう

機会
均等法は，募

ぼ

集
しゅう

・採用，配置，福利
厚生，退職，解

かい

雇
こ

などにおける男女
の差別的な取りあつかいを禁止する

などした。1991年成立の育児休業法
では，育児や介

かい

護
ご

が必要な労働者か
ら申
しん

請
せい

があった場合，雇用関係を継
けい

続
ぞく

したまま，一定期間の休
きゅう

暇
か

を与え
ることが義務づけられた。1999年に
は，改正男女雇用機会均等法が施

し

行
こう

され，セクシャルハラスメント防止
について規定された。（この法律はこ
の後数回改正され，男女差別を禁止
する事

じ

項
こう

が追加された。）また，同年，
社会全

ぜん

般
ぱん

の男女平等社会を目指す男
女共同参画社会基本法が施行された。
2015年には，女性活

かつ

躍
やく

推進法（2020
年改正），2018年には，政治分野に
おける男女共同参画の推進に関する
法律が成立した。現在は，男女差別
だけでなく，性の多様性を理解し，
性の意識のちがいによる差別をなく
そうという考えも広がっている。
⑵　被

ひ

差別部落の出身者に対する差
別の問題を同和問題という。1965年
に，同和対策審

しん

議
ぎ

会が出した答
とう

申
しん

に
より，差別をなくす運動が進んだが，
差別は解消されず，2016年には，部
落差別解消推進法が制定された。
⑶　明治時代に北海道の開

かい

拓
たく

が進む
と，それまで住んでいたアイヌ民族
は差別を受けた。1997年にアイヌ文
化振

しん

興
こう

法が制定され， 2019年それに
代わりアイヌ民族支

し

援
えん

法が新たに制
定された。

3 ⑴　①　個人　　②　公共の福
ふく

祉
し

③　法の下　　④　性別　　⑵　平等権
考え方 ⑴　②は，「社会全体の利益」という

こと。
　　　　⑵　平等権はすべての基本的人権の

基
き

盤
ばん

となるものである。具体的には
「個人の尊重」，「法の下の平等」，「男
女の平等」などがあてはまる。

4 ⑴　男女雇用機会均等法
⑵　男女共同参画社会基本法
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くることである。

社会権 P.52, 53

1 ⑴　社会権　　⑵　ワイマール憲法
⑶　文化的　　⑷　教育　　⑸　団結権
考え方 ⑵　正式には「ドイツ共和国憲法」と

いう。1919年，ワイマールで開かれ
た国民議会で制定されたことから，
一般に「ワイマール憲法」と呼ばれる。
⑶　生存権と呼ばれる，社会権の中
心となる権利である。「健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利」とい
う定義は必ず覚えること。

2 ①　生存権　　②　教育を受ける権利
③　勤労の権利
考え方 義務教育を無

む

償
しょう

とすることは，日本
国憲法第26条第２項に規定されてい
る。また，③の勤労の権利は第27条
で保障されている。

3 ⑴　A　団体交
こう

渉
しょう

権　　B　団体行動権
⑵　（例）労働者が労働組合をつくる権
利
考え方 ⑴　団体交渉権とは，労働者の代表

が会社側と労働条件などについて話
し合う権利。団体行動権とは，交渉
が決

けつ

裂
れつ

した場合にストライキをする
権利のことで，争議権ともいう。

4 ①　イ　　②　ア　　③　ウ　　④　イ
⑤　ウ　　⑥　ウ
考え方 それぞれ日本国憲法のうち，①は第

22条，③は第27条，⑤は第25条，⑥
は第26条で保障されている。②は男
女雇用機会均等法改正後の規定によ
り義務づけられている。④は黙

もく

秘
ひ

権
けん

という。

まとまとめのドリル P.54, 55

1 ⑴　平等　　⑵　職業選択
⑶　イ，エ

⑶　インクルージョン
考え方 ⑴　制定当初は雇用にあたっての男

女差別を禁止するものであったが，
その後の改正で賃金や定年制など，
職場におけるさまざまな男女差別を
禁止するものとなった。また，当初
は企

き

業
ぎょう

側に努力を求めるものであっ
たが，現在は罰

ばっ

則
そく

規定を設けたもの
になっている。
⑶　駅などの公共施

し

設
せつ

に，エレベー
ターやエスカレーターが設けられる
など，バリアフリー化が進むことも
一つの動きである。

自由権　　 P.50, 51

1 ⑴　身体の自由　　⑵　精神の自由
⑶　経済活動の自由
考え方 自由権とは，不当な拘

こう

束
そく

や圧力を受
けることなく，自由に考えたり行動
したりする権利のこと。大きく，身
体の自由，精神の自由，経済活動の
自由，の３つに分けられる。

2 ⑴　平等権　　⑵　自由権
⑶　自由権　　⑷　△　　⑸　自由権
⑹　△　　⑺　平等権
考え方 ⑵　身体の自由。

⑶　経済活動の自由のうちの「職業
選択の自由」。
⑷　社会権である。
⑸　精神の自由のうちの「信教の自
由」。
⑹　裁判を受ける権利。基本的人権
を守るための権利にあてはまる。

3 ⑴　㋒　　⑵　㋐　　⑶　㋐　　⑷　㋐
⑸　㋑　　⑹　㋒　　⑺　㋐　　⑻　㋐

4 ⑴　①　思想　　②　信教　　③　表現
④　職業　　⑵　D
考え方 ⑴　②を「宗教」や「信

しん

仰
こう

」などとしな
いように注意する。また，Cの条文
中の「結

けっ

社
しゃ

」とは，政治団体などをつ
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2 ⑴　①　法　　②　表現　　③　健康
④　教育　　⑤　勤労　　⑵　生存権
考え方 ⑴　Ａは第14条（法の下

もと

の平等），Ｂ
は第21条（集会・結

けっ

社
しゃ

・表現の自由），
Ｃは第25条（生存権），Ｄは第26条

（教育を受ける権利），Ｅは第27条
（勤労の権利）の条文である。

3 ⑴　A　　⑵　B　　⑶　C
⑷　A　　⑸　B
考え方 ⑴　男女（両性）の本質的平等。

⑵　信教の自由。
⑶　労働者の団結権と団体交

こう

渉
しょう

権。
⑷　2016年「部落差別解消推進法」が
できる。
⑸　財産権の保障。

44 基本的人権を守るための権利と国民の義務 P.56, 57

1 ⑴　参政権　　⑵　選挙権
⑶　被

ひ

選挙権　　⑷　請
せい

願
がん

権
⑸　裁判を受ける権利
考え方 ⑴　政治に参加する権利のこと。選

挙権と被選挙権がその中心であるが，
憲法改正を承認するかどうかについ
て投票する国民投票権や，最高裁判
所裁判官が適任かどうかを審査する
国民審

しん

査
さ

権なども，広い意味で参政
権に含

ふく

まれる。
⑷　請願権と請求権を混同しないよ
うにすること。請願権は，国や地方
公共団体の機関に要望を出す権利の
こと。請求権は裁判を受ける権利や
国家賠

ばい

償
しょう

請求権などのことをいう。

2 ⑴　普通教育　　⑵　勤労　　⑶　納税
考え方 日本国憲法に明記された国民の三大

義務と呼ばれるもの。
⑴　日本国憲法第26条第２項

こう

に規定
されている。ちなみに，「普通教育」
以外の教育としては，特定の職業に
就くための「職業教育」などがある。
⑵　日本国憲法第27条の規定。勤労

は国民にとって，権利であるととも
に義務でもある。
⑶　日本国憲法第30条の規定。

3 ⑴　A　参政権　　B　請求権
⑵　①　国民投票権　　②　国民審査権
③　国家賠償請求権
④　刑

けい

事
じ

補
ほ

償
しょう

請求権
考え方 ⑵　④刑事裁判で起

き

訴
そ

され，無罪判
決を受けた場合には，抑

よく

留
りゅう

・拘
こう

禁
きん

さ
れた日数などに応じて，国に対して
補償を請求できる。

4 ⑴　表現の自由　　⑵　職業選択の自由
⑶　労働基本権
考え方 ⑴　小説のモデルとなった人がプラ

イバシーを侵
しん

害
がい

されたとして小説の
作者や小説を発行した出版社を訴

うった

え，
出版の差し止めを命ずる判決が下さ
れたことがある。
⑶　労働基本権は労働三権と同じ意
味。わが国では，公務員の団体行動
権は制限されている。

55 新しい人権  P.58 59

1 ⑴　環境権　　⑵　知る権利
⑶　プライバシーの権利
⑷　自己決定権
考え方 日本国憲法には規定されていないが，

社会の変化とともに提唱されるよう
になり，広く認められつつある人権
である。
⑴　日照権や眺

ちょう

望
ぼう

権なども含
ふく

まれる。

2 ⑴　環境アセスメント
⑵　情報公開法
考え方 ⑴　調査の結果を発表させ，場合に

よっては計画に変
へん

更
こう

を加えさせたり
する。

3 ⑴　㋐　情報公開法
㋑　インフォームド・コンセント
㋒　個人情報保護法
㋓　ドナーカード
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「生きる権利」や「育つ権利」などを保
障するものである。

3 ⑴　国際人権規約
⑵　男女雇用機会均等法
⑶　①　生きる　　②　育つ
③　守られる　　④　参加する
考え方 ⑶　特に発展途

と

上
じょう

国にこうした権利
が保障されていない子どもが多数い
ることは，国際社会の大きな課題の
ひとつとなっている。

4 ⑴　学問の自由　　⑵　プライバシー
⑶　表現の自由
考え方 ⑶　インターネットの場合，情報の

発信が容易であること，不特定多数
の人に情報が発信されること，いっ
たん発信された情報は訂

てい

正
せい

が困難で
あること，などの理由から，プライ
バシーの侵

しん

害
がい

や名
めい

誉
よ

き損
そん

の問題が生
じやすくなっている。近年ではイン
ターネット上に公開された個人情報
を削

さく

除
じょ

させる権利（忘れられる権利）
なども考えられている。

まとまとめのドリル P.62, 63

1 ⑴　△　　⑵　○　　⑶　○
⑷　△　　⑸　○　　⑹　△
考え方 ⑴　裁判を受ける権利。

⑷　刑
けい

事
じ

補
ほ

償
しょう

請
せい

求
きゅう

権である。
⑸　請

せい

願
がん

権は広い意味で参政権にあ
てはまるが，分けて考える考え方も
ある。
⑹　国家賠

ばい

償
しょう

請求権である。

2 ⑴　公共の福
ふく

祉
し

　　⑵　①　普
ふ

通
つう

教育
②　勤労　　③　納税
考え方 ⑴　法定の感

かん

染
せん

症
しょう

に感染した場合，
一定期間，学校への出席が停止され
るようなことは，公共の福

ふく

祉
し

のため
に人権が制限される場合の例である。
⑵　国民の三大義務と呼ばれるもの。
このうち，国民にとって権利でもあ

⑵　A　環境権　　B　知る権利
C　自己決定権
D　プライバシーの権利
E　自己決定権
考え方 ⑴　㋓臓器移植は脳死（脳は死んで

も心臓は動いている状態）状態の人
からでないと臓器の提供を受けられ
ない。したがって，原則として本人
に臓器提供の意思があったことを確
認する必要がある。それを示すのが
ドナーカードである。なお，2010年
に改正臓器移植法が施

し

行
こう

され，本人
の意思が確認できなくても，家族の
了
りょう

解
かい

が得られれば，脳死の人から臓
器の提供を受けることができるよう
になった。
⑵　Ａは環境権のうちの日照権にあ
てはまる。Ｃは患

かん

者
じゃ

がもつ権利。医
師の側には，手術を行う場合にはそ
のリスク（危険性）について，薬を使
用する場合には副作用などについて，
患者に十分説明する義務がある。

66 国際社会と人権 P.60, 61

1 ⑴　世界人権宣言　　⑵　国際人権規約
⑶　先住民族　　⑷　NGO
考え方 ⑴　人権保障の国際的な規準とする

ため，1948年に国連総会で採択され
た。第二次世界大戦中は人々の人権
が十分に守られなかったことに対す
る反省に基づいている。
⑷　ODAは「政府開発援

えん

助
じょ

」，PKO
は国際連合が行う「平和維

い

持
じ

活動」の
略
りゃく

称
しょう

である。

2 ⑴　難
なん

民
みん

条約　　⑵　女子差別撤
てっ

廃
ぱい

条約
⑶　子どもの権利条約
考え方 ⑵　この条約を批

ひ

准
じゅん

（議会が承認す
ること）したことを受けて制定され
たのが，男女雇

こ

用
よう

機会均等法である。
⑶　18歳未満のすべての子どもに，
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るのは勤労である。普通教育は，子
どもにとっては権利であり，親にと
っては義務ということになるので注
意する。

3 ⑴　①　環境権　　②　知る権利
③　プライバシー　　④　自己決定権
⑵　①　C　　②　B　　③　A
④　D
考え方 ⑴　②知る権利は，国や地方の行政

機関に対して情報の公開を求めるも
のであるから，情報公開制度と密接
に関係している。
⑵　④インフォームド・コンセント
は自己決定権の代表的なものである。

4 ⑴　世界人権宣言　　⑵　国際人権規約

5 現代の民主政治

スタートドリル P.66, 67

1 ⑴　間接民主制　　⑵　選挙
⑶　①　多数　　②　少数
考え方 ⑴　議会制民主主義，あるいは代議

制という。

2 ⑴　普通選挙　　⑵　平等選挙
⑶　直接選挙　　⑷　秘密選挙
考え方 ⑴　財産（納税額）によって選挙権が

制限される選挙は，制限選挙と呼ば
れる。

3 ⑴　小選挙区制　　⑵　比例代表制
考え方 ⑴　１つの選挙区から２名以上選出

する選挙を大選挙区制という。その
うち，かつて衆議院で行われていた
１選挙区からおおむね２〜５名ずつ
を選出する方法は，中選挙区制と呼
ばれる。比例代表制は各党の得票数
を÷1，÷2，÷3 ……していき，数
値の大きいものから議席を割り振る。
Ａ党60票　Ｂ党42票　Ｃ党24票を得
た，議員定数３名の選挙区では，Ａ

に２議席，Ｂに１議席割り振られる。
（ドント式という。）

政党名 Ａ党 Ｂ党 Ｃ党

得票数 60 42 24

÷1 60 ① 42 ② 24

÷2 30 ③ 21 12

÷3 20 14 8

4 ①　小選挙区制　　②　比例代表制
③　参議院

5 ⑴　与
よ

党
とう

　　⑵　連立政権
⑶　野党　　⑷　利益団体　　⑸世

せ

論
ろん

考え方 ⑷　政治を目的として結成されたも
のではないが，自分たちの目的や利
益のため，政府や政党，議員などに
要求を出す団体のこと。経営者団体
や労働団体，農業団体，宗教団体な
どがある。圧力団体ともいう。

政治の仕組みと選挙 P.68, 69

1 ⑴　民主主義　　⑵　直接民主制
⑶　間接民主制　　⑷　小選挙区制
⑸　比例代表制
考え方 ⑵　古代ギリシャのアテネなどで行

われていた。

2 ⑴　普通選挙　　⑵　平等選挙
⑶　直接選挙　　⑷　秘密選挙
考え方 ⑴　わが国の場合，1925年の普通選

挙法の成立で25歳
さい

以上の男子，1945
年12月の選挙法改正で20歳以上の男
女，2015年６月の選挙法改正により
18歳以上の男女について認められた。
⑵　株式会社の株主総会における投
票は，１人１票ではなく１株１票で
あるので，平等選挙にはあてはまら
ない。
⑶　アメリカの大統領選挙は，一

いっ

般
ぱん

の有権者の投票で選挙人を選び，そ
の選挙人の投票で大統領を選ぶとい
う間接選挙の仕組みをとっている。

よ	ろん
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対し，参議院の比例代表選挙は全国
を一つの選挙区として行われる。ま
た，衆議院の場合と異なり，参議院
では選挙区選挙と比例代表選挙への
重複立候補は認められていない。な
お，衆議院の比例代表制はあらかじ
め各政党が候補者に順位をつけた名

めい

簿
ぼ

を発表する拘
こう

束
そく

名簿式と呼ばれる
もので，得票数に応じて各政党の議
席数が決まり，名簿の上位の者から
順に当選となる。これに対し，参議
院の比例代表選挙は，候補者に順位
をつけない非拘束名簿式と呼ばれる
もので，有権者は政党名か候補者の
個人名のいずれかを記入して投票す
る。そして，両方の票の合計でまず
各政党の議席数が決まり，候補者個
人への票の多い順に当選となる。
⑶　投票日に都合が悪い場合，投票
日前日までに投票できる制度。従来
の不在者投票は，仕事等やむを得な
い事情がある場合に限って認められ
るものであったが，現在の期日前投
票では，基本的に理由は問われない。

3 ⑴　A　小選挙区　　B　比例代表
⑵　①　4　　②　6　　③　25
④　30
考え方 任期と被

ひ

選挙権のちがいに注意する
こと。参議院は衆議院に比べ，議員
の任期が長く設定され，被選挙権の
年
ねん

齢
れい

も高くなっている。

4 ⑴　15　　⑵　B　ア　　C　ウ
⑶　制限選挙
考え方 ⑵　1925年の普通選挙法の成立によ

り，25歳
さい

以上のすべての男子に選挙
権があたえられ，1945年の選挙法改
正で20歳以上のすべての男女，1950
年に制定された公職選挙法が，2015
年に改正され，18歳以上のすべての
男女に選挙権があたえられた。

3 ⑴　小　　⑵　比　　⑶　小
⑷　比　　⑸　比　　⑹　小
⑺　小　　⑻　比
考え方 ⑶　１選挙区から１名ずつしか当選

できないので，大政党に有利であり，
小政党は議席を得にくい。
⑷　得票数の割合に応じて議席が配
分されるので，小政党でも議席を得
やすい。
⑺　落選した候補者に投じられた票
を死票という。小選挙区制は，１選
挙区から１名しか当選せず，他の候
補者は全員落選ということになるの
で，死票が多くなる。

4 ⑴　直接　　⑵　選挙　　⑶　間接
⑷　多数決　　⑸　少数意見

選挙の仕組みと選挙権 P.70, 71

1 ⑴　制限選挙　　⑵　25歳
さい

以上の男子
⑶　18 歳　　⑷　格差
考え方 ⑴　1890年に行われた第１回衆議院

議員総選挙では，選挙権は直接国税
15円以上を納める25歳以上の男子だ
けに認められていたので，全人口に
占
し

める有権者の割合は，1.1％にす
ぎなかった。

2 ⑴　小選挙区比例代表並
へい

立
りつ

制
⑵　①　選挙区制　　②　比例代表制　
⑶　期日前投票
考え方 ⑴　有権者は小選挙区選挙では候補

者名を書いて投票し，比例代表選挙
では政党名を書いて投票する。また，
候補者は小選挙区と比例代表区に重
複立候補することができるので，小
選挙区選挙で落選しても，比例代表
選挙で復活当選する可能性がある。
⑵　①　参議院の選挙区選挙は各都
道府県を選挙区として行われる。　
②　衆議院の比例代表選挙が全国を
11のブロックに分けて行われるのに
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た。

まとまとめのドリル P.74, 75

1 ⑴　間接民主制（議会制民主主義，代議制）
⑵　普通選挙
⑶　（例）少数意見をできるだけ尊重す
ること。

2 ⑴　小選挙区　　⑵　B　ア　　C　エ
⑶　小選挙区比例代表並

へい

立
りつ

制

3 ⑴　直接国税 15 円以上を納める 25 歳
さい

以上の男子
⑵　制限選挙　　⑶　ウ
⑷　20歳以上のすべての男女
考え方 ⑶　1902年，1920年と少しずつ有権

者数が増えているのは，納税額によ
る制限が15円から10円，３円と引き
下げられたため。1928年の有権者数
が1920年のほぼ４倍になっているの
は，1925年に普通選挙法が制立し，
25歳以上のすべての男子に選挙権が
あたえられたからである。
⑷　1945年12月，GHQの 指 示 に よ
り選挙法が改正され，20歳以上のす
べての男女に選挙権が認められた。
翌年４月には戦後初めての衆議院議
員総選挙が行われ，39名の女性議員
が誕生した。

4 ⑴　一票の格差　　⑵　○
⑶　政権公約
⑷　利益団体（圧力団体）　　⑸　世

せ

論
ろん

考え方 ⑴　一
いっ

般
ぱん

に人口の多い都市部では，
１議席あたり有権者数が多くなり，
衆議院の小選挙区では農山村部の選
挙区の２倍以上になっている選挙区
も出てきている。
⑵　政権に加わらない政党は，野

や

党
とう

である。

	よ		ろん

政党と国民の政治参加 P.72, 73

1 ⑴　政党　　⑵　政権公約
⑶　与

よ

党
とう

　　⑷　野
や

党
とう

考え方 ⑵　選挙のときに政党が有権者に訴
うった

える，当選した場合に実行する予定
の政策を公約という。このうち，政
治理念や，政権を獲

かく

得
とく

した場合に実
行する政策を，具体的な数値目標や
達成期限，財源などを明記して示し
たものは，政権公約と呼ばれる。

2 ⑴　A　選挙　　B　請
せい

願
がん

⑵　利益団体　　⑶　世
せ

論
ろん

考え方 ⑵　利益団体は政治以外の目的でつ
くられた組織であるが，自らの利益
や目的を実現するために，政府や政
党，議員などにさまざまなはたらき
かけをする。経営者団体，労働団体，
農業団体，宗教団体などがあるが，
多くはそれぞれ支持する政党が決ま
っており，政党もそうした団体の支
持を得るために，その主張をできる
だけ受け入れようとする。

3 ⑴　㋐　過半数　　㋑　連立政権
⑵　自由民主党　　⑶　①　与党
②　野党
考え方 ⑴　衆参両院で１つの政党が過半数

の議席を獲得できていれば，単独政
権をつくることができる。
⑵　1955年から1993年までの間は，
ほとんどの時期で自由民主党が単独
で政権を担当し，日本社会党（現在
の社会民主党）が野党第１党の地位
を占

し

める，という状況が続いた。こ
うした状況は「55年体制」と呼ばれた。

4 ⑴　政党交付金
　　⑵　利益団体（圧力団体）

⑶　メディアリテラシー
考え方 ⑴　企

き

業
ぎょう

などからの政治家への献
けん

金
きん

を制限する一方で，国から各政党に
補助金の形で支給されることになっ

	よ			ろん

0001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   160001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   16 2021/04/22   11:272021/04/22   11:27



17

定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.76, 77

１１ ⑴　公共の福
ふく

祉
し

　　⑵　社会権
⑶　25歳

さい

以上　　⑷　団結権
⑸　男女共同参画社会基本法
⑹　経済活動の自由　　⑺　生存権
⑻　納税の義務
考え方 ⑴　「社会全体の利益」を意味するこ

とば。これを守るために，人権が制
限される場合がある。
⑶　衆議院議員の被

ひ

選挙権は25歳以
上，参議院議員の被選挙権は30歳以
上である。
⑷　労働組合をつくったり，これに
加入したりする権利は，労働三権の
うちの団結権にあてはまる。
⑹　経済活動の自由にあてはまるの
は，居住・移転・職業選択の自由と
財産権の保障である。
⑺　社会権の中心となる権利である。
⑻　国民の三大義務。

22 ⑴　普通選挙　　⑵　①　ア，ウ
②　格差　　⑶　与

よ

党
とう

⑷　政党交付金
考え方 ⑵　①イ・エ・オは比例代表制にあ

てはまることがら。

33 ⑴　プライバシーの権利
⑵　二党制（二大政党制）

6 国民を代表する国会

スタートドリル P.80, 81

1 ⑴　最高　　⑵　立法

2 ⑴　A　衆議院　　B　参議院
⑵　①　25　　②　30

3 ⑴　常会　　⑵　臨時会　　⑶　特別会
⑷　緊

きん

急
きゅう

集会

4 ⑴　法律　　⑵　予算　　⑶　条約
⑷　内閣総理大臣

5 ⑴　内閣，国会議員（議員）
　　⑵　委員会　　⑶　公

こう

聴
ちょう

会
かい

6 ①　3分の 2　　②　両院協議会
③　予算　　④　不信任

議会制民主主義と国会 P.82, 83

1 ⑴　解散　　⑵　B　25 歳以上
C　30 歳以上　　⑶　①　6
②　3
考え方 ⑴　議員数と任期のちがい，解散の

有無に注意する。

2 ⑴　最高　　⑵　立法　　⑶　二院
⑷　短く　　⑸　解散
考え方 ⑴⑵　国会の地位については，日本

国憲法第41条に「国会は，国権の最
高機関であって，国の唯

ゆい

一
いつ

の立法機
関である」と規定されている。
⑸　解散された場合，その時点で任
期は終了したことになる。

3 ⑴　A　常会　　B　臨時会
C　特別会　　D　緊

きん

急
きゅう

集会
⑵　①　予算　　
②　内閣総理大臣（首相）
考え方 ⑴　Ａは常会（通常国会）。毎年１回，

１月中に召
しょう

集
しゅう

される。４月から新し
い会計年度が始まるので，それまで
に成立させる予算の審

しん

議
ぎ

が中心にな
る。Ｂは臨時会（臨時国会）。内閣が
必要と認めたとき，または，いずれ
かの議院の総議員の４分の１以上の
議員から要求があった場合に召集さ
れる。Ｃは特別会（特別国会）。衆議
院が解散され，総選挙が行われた場
合，総選挙の日から30日以内に召集
される。冒

ぼう

頭
とう

で前内閣が総辞職する
ので，新たに内閣総理大臣を指名す
ることになる。Ｄは参議院の緊急集
会で，衆議院の解散中に緊急の必要
が生じたときに召

しょう

集
しゅう

される。

4 ⑴　立法権　　⑵　審
しん

議
ぎ
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上，本会議の定足数は総議員の３分
の１以上である。

 ⑵　委員会で開かれる，利害関係者
や学識経験者などを国会に呼んで，
その人たちの意見を聞く会を公聴会
という。必要に応じて開かれるが，
予算の審議や，予算をともなう議案
の審議の際には必ず開かれなければ
ならない。

 ⑷　裁判官としてふさわしくない行
こう

為
い

のあった裁判官については，弾劾
裁判によってこれをやめさせるかど
うかが決定される。弾劾裁判所は国
会に設置され，衆参両院から７名ず
つ選ばれた議員が裁判官を務める。

 ⑸　政治全
ぜん

般
ぱん

に関わる問題について，
証人を呼んで質問したり（証人喚

かん

問
もん

），
記録を提出させたりする。特定の問
題について，特別委員会を設けて調
査が行われることも多い。

3 ⑴　A　国会議員　　B　本会議
	 C　天

てん

皇
のう

　　⑵　公聴会
考え方 ⑴　法律案を議長に提出することが

できるのは，国会議員か内閣である。
国会議員の場合，一定数以上の人数
の賛成が必要で，一般の法律案の場
合は衆議院が20人以上，参議院が10
人以上，予算をともなう法律案の場
合は，衆議院が50人以上，参議院が
20人以上となっている。

4 ⑴　×　　⑵　○　　⑶　×　　⑷　○
	 ⑸　○　　⑹　○　　⑺　○　　⑻　×
考え方 ⑸　外国と条約を結ぶのは内閣であ

るが，事前か事後に国会が承認する
ことが必要となる。条約は，互

たが

いの
国の議会が承認（これを批

ひ

准
じゅん

という）
して初めて成立する。

 ⑹　憲法改正は，衆参両議院がそれ
ぞれ総議員の３分の２以上の賛成で
可決したときに国会がこれを発議し，
国民投票で過半数の賛成があった場

⑶　不逮
たい

捕
ほ

特権　　⑷　衆議院
考え方 ⑴　法律をつくる権限を立法権とい

う。わが国の場合，立法権は国会に
属している。
⑵　二院制は審議を慎

しん

重
ちょう

に行うため
の仕組みであるが，議決までに時間
がかかるという欠点もある。世界に
は，一院制の国も多い。
⑶　国会議員の主な特権をまとめる。
歳
さい

費
ひ

を受ける権利，３人の公設秘書，
航空運賃往復無料（回数制限あり），
JR全線運賃無料，安い議員宿舎，
不逮捕特権，免

めん

責
せき

特権など。
 ⑷　小選挙区制は，１選挙区から１

名を選出する選挙制度。

国会のはたらき P.84, 85

1 ⑴　予算　　⑵　衆議院　　⑶　内閣
	 ⑷　委員会　　⑸　本会議
考え方 国会の仕事と，審

しん

議
ぎ

の仕組みについ
ての問題。

 ⑴　政府が行う活動には多くのお金
が必要となるが，そうした資金をど
のように集め，どう使うかというこ
とについての１年間の収入と支出の
見積もりを予算という。予算は内閣
がつくり，国会での審議・議決を経
て成立する。

 ⑵　法律案などは衆参どちらの議院
で先に審議してもよいが，予算につ
いては衆議院に先議権がある。

 ⑷　予算委員会などの常任委員会と，
必要に応じて設けられる特別委員会
がある。

2 ⑴　3分の 1　　⑵　公
こう

聴
ちょう

会
かい

	 ⑶　国会議員　　⑷　弾
だん

劾
がい

裁判
	 ⑸　国政調査権
考え方 ⑴　会議を開くのに必要な最低限の

出席者数のことを定
てい

足
そく

数
すう

という。委
員会の定足数は全委員の２分の１以
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議員の任期が短く，解散もあるため，
国民の意思をより強く反映している
と考えられることによる。

3 ⑴　①　法律　　②　予算
	 ③　内閣総理大臣　　④　条約
	 ⑤　憲法改正　　⑥　弾

だん

劾
がい

裁判
	 ⑵　衆議院の優越

4 ⑴　両院協議会　　⑵　予算
	 ⑶　内閣の（信任・）不信任
考え方 ⑵　予算は必ず衆議院で先に審

しん

議
ぎ

さ
れなければならない。これを，予算
の先議権という。予算以外の議案は，
衆議院と参議院のどちらで先に審議
してもよい。

 ⑶　内閣の信任，または不信任を議
決できるのは，衆議院だけである。

まとまとめのドリル P.88, 89

1 ⑴　①　国権　　②　立法　　③　二院
	 ⑵　Ａ　常会（通常国会）
	 B　臨

りん

時
じ

会（臨時国会）
	 C　特別会（特別国会）　　⑶　D　予算
	 E　内閣総理大臣　　F　解散
考え方 ⑴　①②日本国憲法第41条は，国会

の地位を定義したもの。全文をしっ
かりおさえておくこと。　③　審議
を慎

しん

重
ちょう

に行うための仕組みである。
 ⑵　国会の種類は正確に覚えること。

特に，臨時会と特別会を混同しない
ようにする。

 ⑶　D　予算は３月中に議決される
のが原則であるが，４月以降にずれ
こんだ場合は暫

ざん

定
てい

予算が組まれるこ
とになる。　E　特別会（特別国会）
の召

しょう

集
しゅう

とともに内閣が総辞職し，両
院において議長の選出，内閣総理大
臣の指名投票が行われる。総選挙で
与
よ

党
とう

が勝利した場合などには，それ
までの内閣総理大臣が再び指名され
ることもある。　F 緊

きん

急
きゅう

集会は，

合に成立する。

衆議院の優
ゆう
越
えつ

P.86, 87

1 ⑴　3分の 2以上　　⑵　条約の承認
	 ⑶　10 日以内
考え方 ⑴　参議院が可決した法律案を衆議

院が否決すれば，その法律案は廃
はい

案
あん

となるが，衆議院が可決した法律案
を参議院が否決した場合，衆議院が
出席議員の３分の２以上の賛成で再
可決すれば，法律として成立する。
なお，このように衆議院での再可決
を経て成立する議案は，法律の制定
だけであるので注意する。

 ⑵　予算の議決と条約の承認につい
て衆議院と参議院の議決が異なり，
両院協議会を開いても意見が一

いっ

致
ち

し
ないときは，衆議院の議決が国会の
議決となる。また，参議院が衆議院
の可決した議案を受けとってから30
日以内に議決しない場合には，否決
したものとされるため，やはり衆議
院の議決が国会の議決となる。なお，
両院協議会は，両議院から選出され
た10名ずつの委員で構成される。

 ⑶　内閣総理大臣の指名について，
衆議院と参議院が異なる人を指名し，
両院協議会を開いても意見が一致し
ないとき，または，衆議院が指名の
議決をしてから10日以内に参議院が
指名の議決をしない場合には，衆議
院の議決が国会の議決となるため，
衆議院から指名を受けた人が国会で
指名されたことになる。

2 ⑴　短く　　⑵　解散
考え方 1 で見たように，いくつかの議案に

ついて衆議院の方に強い権限が認め
られていることを衆議院の優越とい
う。衆議院の優越が認められている
理由は，衆議院の方が参議院よりも
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考え方 ⑴　①　「立法」は法律をつくること，
「司法」は裁判を行うことである。

 ⑵　内閣総理大臣とともに内閣を構
成する。また，その多くは各省の長
として公務員を指導・監

かん

督
とく

して行政
を進める。

 ⑶　内閣総理大臣は，国会議員の中
から国会がこれを指名し，天

てん

皇
のう

が任
命する。国会議員の中から選ぶので
あるから参議院議員でもなることは
できるが，日本国憲法施

し

行
こう

後の内閣
総理大臣は，全員衆議院議員から選
ばれている。

 ⑷　②　過半数が国会議員であれば
よいので，民間人が国務大臣になる
こともしばしば見られるが，国務大
臣全員が国会議員であることも多い。

 ⑸　内閣総理大臣が議長を務める。
原則として非公開で行われる。

2 ③，⑥
考え方 ③と⑥はともに国会の仕事。予算は

内閣が作成し，国会での審議・議決
を経て成立する。

3 ⑴　解散　　⑵　内閣総理大臣（首相）
　　⑶　国会議員　　⑷　特別会（特別国会）
考え方 衆議院が解散すると，解散の日から

40日以内に総選挙が行われ，総選挙
の日から30日以内に国会が召集され
る。このときの国会を特別会（特別
国会）といい，他の案件に先立って
内閣総理大臣の指名が行われる。

4 ⑴　政令　　⑵　国会
　　⑶　臨時会（臨時国会）
考え方 ⑶　臨時会（臨時国会）と特別会（特

別国会）を混同しないようにする。

国会と内閣 P.96, 97

1 ⑴　①　連帯　　②　不信任
	 ③　総辞職　　④　解散
	 ⑵　議院内閣制

衆議院の解散中に緊急の必要が生じ
た場合に，参議院を召集して開くも
の。緊急集会での議決事

じ

項
こう

は，総選
挙後に開かれる国会で，10日以内に
衆議院の承認を得なければ無効とな
る。

2 ⑴　①　A　国会議員　　B　本会議
C　天

てん

皇
のう

　　②　公
こう

聴
ちょう

会
かい

	 ⑵　①　ア　　②　両院協議会
	 ⑶　（例）議員の任期が短く，解散もあ

るので
考え方 ⑴　①　国会における審議はまず委

員会で行われ，その後，本会議で行
われる。

 ⑵　②　予算の議決，条約の承認，
内閣総理大臣の指名について衆議院
と参議院の議決が異なった場合には
必ず開かれる。

7 行政を行う内閣

スタートドリル P.92, 93

1 ⑴　行政　　⑵　内閣
	 ⑶　①　内閣総理大臣　　②　国務大臣
	 ⑷　閣議

2 ⑴　法律　　⑵　予算　　⑶　政令
	 ⑷　条約　　⑸　解散

3 ⑴　国会　　⑵　過半数
	 ⑶　①　衆議院　　②　解散
	 ⑷　①　信任　　②　議院内閣制

4 ⑴　内閣府　　⑵　外務省
	 ⑶　公務員

行政と内閣 P.94, 95

1 ⑴　①　行政　　②　内閣
	 ⑵　国務大臣　　⑶　国会議員
	 ⑷　①　内閣総理大臣　　②　過半数
	 ⑸　①　閣議　　②　全会一

いっ

致
ち
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を地方公務員という。

2 ⑴　①　全体　　②　一部	 ⑵　行政
	 ⑶　行政改革
考え方 ⑴　日本国憲法第15条第２項

こう

の規定
の一部である。

3 ⑴　①　外務省　　②　財務省
	 ③　厚

こう

生
せい

労働省　　⑵　①　国家
	 ②　地方
考え方 ⑴　②　かつては大蔵省といったが，

2001年の中央省庁再編の際，財務省
と名

めい

称
しょう

が変わった。　③　かつての
厚生省と労働省が統合された。

4 ⑴　官
かん

僚
りょう

　　⑵　天下り
	 ⑶　行政改革　　⑷　規制緩

かん

和
わ

考え方 ⑶　国営企
き

業
ぎょう

を民営化したり，「独立
行政法人」として独立採算制の組織
にすることなどが行われている。

まとまとめのドリル P.100, 101

1 ⑴　○あ　衆議院　　○い　参議院　　
	 ⑵　エ　　⑶　内閣総理大臣（首相）
	 ⑷　国会議員　　⑸　過半数
	 ⑹　閣議　　⑺　議院内閣制
考え方 ⑵　内閣が衆議院の解散の方を選択

すれば，解散の日から40日以内に総
選挙が行われる。なお，３年ごとに
半数の議員が改選される参議院とは
異なり，全議員を一

いっ

斉
せい

に選挙するこ
とから，衆議院議員選挙は「総選挙」
と呼ばれる。

2 ⑴　特別会（特別国会）　　⑵　イ
　　⑶　（国家）公務員
	 ⑷　イ，ウ，オ
考え方 ⑴　国会には常会（通常国会），臨時

会（臨時国会），特別会（特別国会）の
３種類がある。このうち，衆議院の
解散・総選挙の後，30日以内に開か
れるのは特別会で，召

しょう

集
しゅう

とともに内
閣は総辞職し，議長の選出が行われ
たあと，内閣総理大臣の指名選挙が

考え方 ⑴　③　内閣が総辞職した場合は，
国会で首

しゅ

相
しょう

指名選挙が行われ，新し
い内閣総理大臣（首相）が選出される。
④　衆議院が解散されると，解散の
日から40日以内に総選挙が行われる。

 ⑵　内閣が国会（議会）の信任の上に
成り立ち，行政権の行使にあたって
国会（議会）に対して連帯して責任を
負う仕組みで，日本やイギリスなど
で採用されている。

2 ⑴　①　議員　　②　大統領
	 ⑵　①　衆議院　　②　総辞職
考え方 ⑴　アメリカでは，行政府の長であ

る大統領も国民による選挙によって
選ばれる。また，大統領と議会はた
がいに独立した関係にあるため，議
会が大統領の不信任を決議したり，
大統領が議会の解散を決定したりす
るようなことはない。

3 ⑴　①　不信任　　②　総辞職
	 ⑵　解散　　⑶　①　国会議員
	 ②　天

てん

皇
のう

　　⑷　①　内閣	 ②　国会
	 ⑸　国会議員　　⑹　議院内閣制
考え方 ⑵　内閣不信任とは関係なく，内閣

は必要に応じて衆議院の解散を決定
することができるので，注意する。

 ⑶　「指名」と「任命」をしっかり区別
する。

 ⑸　国会議員であればよく，衆議院
議員か参議院議員かは問われない。

現代の行政 P.98, 99

1 ⑴　内閣府　　⑵　国務大臣
	 ⑶　公務員
考え方 ⑴　内閣府は内閣総理大臣を長とす

る行政機関で，内閣を補佐するとと
もに，各省庁間の仕事の統合・調整
などを行う。

 ⑶　国の行政機関で働く人々を国家
公務員，地方の行政機関で働く人々
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いるかに注意する。Aの矢印は「衆
議院」から「内閣」であるから，ここ
では内閣の信任・不信任決議，Bの
矢印は「内閣」から「国会」であるから，
ここでは連帯責任が，それぞれあて
はまる。

 ⑵　政令は，法律を施
し

行
こう

するために
内閣が制定する細則のこと。また，
外国と条約を結ぶなど外交問題を処
理するのも内閣の仕事である。なお，
ア・ウ・エは国会の仕事で，ウはそ
のうちの弾

だん

劾
がい

裁判である。
 ⑷　内閣が国会の信任の上に成り立

ち，行政権の行使にあたり，国会に
対して連帯して責任を負う仕組みで
ある。

8 法を守る裁判所

スタートドリル P.106, 107

1 ⑴　司法権　　⑵　最高裁判所
	 ⑶　三

さん

審
しん

制
せい

2 ⑴　民事裁判　　⑵　刑
けい

事
じ

裁判
	 ⑶　①　原

げん

告
こく

　　②　被
ひ

告
こく

	 ⑷　検察官

3 ⑴　裁判員　　⑵　ウ

4 ⑴　三権分立　　⑵　①　内閣
	 ②　内閣	 ③　裁判所
	 ⑶　国民審査

司法権と裁判所 P.108, 109

1 ⑴　司法　　⑵　司法権
	 ⑶　最高裁判所　　⑷　地方裁判所
	 ⑸　家庭裁判所　　⑹　簡

かん

易
い

裁判所
考え方 ⑴　「法を 司

つかさど

る」，つまり，法が守
られているかどうか管理する，法に
基づいて紛

ふん

争
そう

を解決する，という意
味である。

実
じっ

施
し

される。
 ⑵　内閣総理大臣の指名について衆

議院と参議院の議決が異なり，両院
協議会を開いても意見が一

いっ

致
ち

しない
ときは，衆議院の議決が国会の議決
となる。衆議院の優

ゆう

越
えつ

事
じ

項
こう

の１つで
ある。

定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.102, 103

１１ ⑴　委員会　　⑵　常会（通常国会）
	 ⑶　25　　⑷　6年　　⑸　①　エ
	 ②　ウ
	 ③　（例）衆議院の方が参議院よりも議

員の任期が短く，解散もあるので，国民
の意思をより強く反映していると考えら
れるため。
考え方 ⑴　法律案はまず委員会で審

しん

議
ぎ

され
たのち，本会議で審議・議決される。
委員会には，予算委員会や外務委員
会といった常任委員会と，必要に応
じて設置される特別委員会とがある。

 ⑵　毎年１月に召集され，おもに予
算の審議を行う国会は常会（通常国
会）。会期は150日間であるが，延長
されることも多い。

 ⑶　国会議員の被
ひ

選挙権は，衆議院
議員が25歳

さい

以上，参議院議員が30歳
以上である。

 ⑷　参議院議員の任期は６年で，３
年ごとに半数ずつが改選される。衆
議院と異なり参議院に解散はないの
で，参議院議員選挙は３年に１回，
必ず行われることになる。

 ⑸　①　衆議院が可決した法律案を
参議院が否決した場合，衆議院が出
席議員の３分の２以上の賛成で再可
決すれば，法律として成立する。

22 ⑴　イ　　⑵　イ，オ　　⑶　ウ
	 ⑷　議院内閣制
考え方 ⑴　矢印がどこからどこまで伸

の

びて
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かれている。
 ⑵　地方裁判所で第二審が行われる

のは，簡易裁判所で第一審が行われ
た民事裁判だけである。

 ⑶　判決の確定後に無罪につながる
有力な証

しょう

拠
こ

が見つかったり，真犯人
につながる有力な証拠や証言が得ら
れるなどして，判決に重大な疑いが
生じた場合には，裁判のやり直しを
求めることができる。これを再審請

せい

求
きゅう

という。

裁判の種類と人権 P.110, 111

1 ⑴　民事	 ⑵　原
げん

告
こく

　　⑶　被告
	 ⑷　刑事	 ⑸　検察官　　⑹　起

き

訴
そ

考え方 ⑴　個人と個人，個人と企
き

業
ぎょう

，企業
と企業の間の争いなどが考えられる。

 ⑸　警察官と検察官のちがいに注意
する。事件を捜

そう

査
さ

し，被
ひ

疑
ぎ

者（容疑
者）を逮

たい

捕
ほ

するのが警察官。被疑者
をさらに取り調べ，容疑が固まれば，
被疑者を被告人として裁判所に起訴
するのが検察官である。

2 ⑴　黙
もく

秘
ひ

権　　⑵　令
れい

状
じょう

	 ⑶　公開裁判
考え方 ⑴　自己に不利益な供

きょう

述
じゅつ

を強制され
ないことをいう。その場合，何も言
わなかったとしても，そのことが裁
判の公判で不利にはたらくことはな
い。

 ⑵　捜
そう

索
さく

令状や逮捕令状などがある。
 ⑶　少年犯罪を裁く刑事裁判は，例

外的に非公開で行われる。

3 ⑴　刑事裁判　　⑵　検察官
	 ⑶　被告人　　⑷　弁

べん

護
ご

人
	 ⑸　えん罪
考え方 ⑴　「逮

たい

捕
ほ

」「被
ひ

疑
ぎ

者
しゃ

」「取り調べ」「起
き

訴
そ

」などの語から，犯罪を裁く刑
けい

事
じ

裁判であることがわかる。
 ⑵　被疑者をくわしく取り調べ，容

 ⑵　「法を司る権力」とは，つまりは
裁判を行う権力ということになる。

 ⑷　北海道に４か所，他の都府県に
１か所ずつの，計50か所に置かれて
いる。多くの刑

けい

事
じ

裁判，民事裁判の
第
だい

一
いっ

審
しん

が行われる裁判所である。
 ⑸　家族間の争いや少年犯罪などを

あつかう。
 ⑹　程度の軽い争いや刑事事件の裁

判をあつかう。

2 ⑴　控
こう

訴
そ

　　⑵　上
じょう

告
こく

　　⑶　三審制
考え方 ⑴　第一審の判決に不服の場合，よ

り上位の裁判所に訴
うった

え，第二審を求
めることをいう。

 ⑵　第二審の判決に不服のときに，
さらに上位の裁判所に訴え，第三審
を求めることをいう。多くの場合，
最高裁判所に訴えることになる。

 ⑶　裁判を慎
しん

重
ちょう

に行うとともに，人
権を守るための仕組みである。

3 ⑴　三審制　　⑵　A　控訴
	 B　上告　　⑶　家庭裁判所
	 ⑷　司法権
考え方 ⑴　民事裁判では，第一審が簡易裁

判所で行われた場合には，第二審は
地方裁判所，第三審は高等裁判所で
行われることになる。第一審が地方
裁判所や家庭裁判所で行われた場合
には，第二審は高等裁判所，第三審
は最高裁判所で行われる。なお，刑
事裁判の場合には，第二審はすべて
高等裁判所，第三審はすべて最高裁
判所で行われる。これは，刑事裁判
の場合，有罪と判断されれば被

ひ

告
こく

人
にん

に懲
ちょう

役
えき

などの刑
けい

罰
ばつ

を課すことになる
ので，裁判によりいっそうの慎重さ
が求められるためである。

4 ⑴　高等裁判所　　⑵　地方裁判所
	 ⑶　再審
考え方 ⑴　札

さっ

幌
ぽろ

，仙
せん

台
だい

，東京，名古屋，大
阪，広島，高松，福岡の８都市に置
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われる衆議院議員総選挙のときごと
に，適任かどうかを国民の投票によ
って審査される。これを国民審査と
いい，不適任とする票が過半数を占

し

めた裁判官は罷
ひ

免
めん

される。
 ⑹　弾劾裁判は，すべての裁判所の

裁判官が対象となる。

4 ⑴　違憲審査権（違憲立法審査権，法令
審査権）

	 ⑵　憲法の番人
考え方 ⑴　法律や行政処分などがそのまま

裁判の対象となるのではなく，具体
的な裁判を進める中で，関連する法
律や行政処分などが審査の対象とな
る。裁判所が憲法違反と判断した法
律や行政処分などは，無効となる。

 ⑵　違憲審査権はすべての裁判所が
もっているが，その裁判が上告され
た場合，合憲か違憲かの最終的な判
断は，最高裁判所に委ねられること
になる。このことから，最高裁判所
は「憲法の番人」と呼ばれる。

44 司法改革と裁判員制度 P.114, 115

1 ⑴　司法　　⑵　裁判員
	 ⑶　刑事裁判　　⑷　20歳

さい

	 ⑸　6人
考え方 ⑴　司法職（裁判官，検察官，弁

べん

護
ご

士
し

）に就
つ

く人を増やすため，法科大
学院を多くの大学に設置したことも，
司法制度改革の一環として行われた
ものである。

 ⑵　陪
ばい

審
しん

員
いん

制度とはアメリカなどで
取り入れられている制度。アメリカ
の陪審員制度は，刑事事件の第一審
を一般市民から選ばれた12名の陪

ばい

審
しん

員
いん

だけで行うもの。陪審員による第
一審では有罪か無罪かだけを判定し，
有罪の場合の量

りょう

刑
けい

などは第二審以降
で決定される。無罪と判定された場

疑が固まった場合に被疑者を被告人
として起訴するのは，検察官である。

 ⑷　通常，「弁護士」を職業とする人
がこれにあたる。経済的な理由など
で弁護人を依

い

頼
らい

できない場合，請
せい

求
きゅう

によって裁判所が国選弁護人をつけ
る制度がある。

 ⑸　近年，有罪判決が確定し，懲
ちょう

役
えき

刑
けい

に服していた人が，えん罪であっ
たことが明らかになる事件があいつ
ぎ，警察や検察の捜

そう

査
さ

や取り調べの
あり方をめぐって議論がおきている。

4 ⑴　刑事　　⑵　民事　　⑶　民事
	 ⑷　刑事　　⑸　民事　　⑹　刑事
	 ⑺　刑事　　⑻　民事
考え方 法律に違

い

反
はん

する行
こう

為
い

，すなわち犯罪
を裁くのが刑事裁判。殺人，放火，
強盗，詐

さ

欺
ぎ

はすべて犯罪である。

司法権の独立と違
い
憲
けん
審
しん
査
さ
権
けん

 P.112, 113

1 ⑴　指名　　⑵　Ｂ　弾
だん

劾
がい

裁判所の設置
	 Ｃ　法律の違憲審査　　Ｄ　国民審査
	 ⑶　内閣
考え方 ⑴　最高裁判所長官は，内閣の指名

に基づいて天
てん

皇
のう

が任命する。
 ⑶　長官以外の最高裁判所裁判官と，

下級裁判所裁判官は，内閣が任命す
る。

2 ⑴　法律	 ⑵　天皇
考え方 ⑵　任命が天皇の国

こく

事
じ

行
こう

為
い

となって
いるもの。

 ●内閣総理大臣…国会議員の中から
国会が指名し，天皇が任命する。

 ●最高裁判所長官…内閣が指名し，
天皇が任命する。

3 ⑴　憲法　　⑵　独立　　⑶　内閣
	 ⑷　衆議院議員　　⑸　国民審査
	 ⑹　弾劾裁判
考え方 ⑸　最高裁判所裁判官は，任命後初

めてと，その後10年を経るごとに行
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あれば量刑はどれくらいかを決定す
ること。

 ④　法廷で被告人に言いわたされる
評決の内容のこと。

4 ⑴　○　　⑵　×　　⑶　○　　⑷　×
	 ⑸　○　　⑹　×　　⑺　×
考え方 ⑴⑵　裁判員制度の対象となるのは，

重い量刑が予想される重大な刑事事
件である。

 ⑷　親の介
かい

護
ご

など特別な事情でなけ
れば，裁判員を辞退することはでき
ない。なお，辞退が認められるかど
うかの判断は，その裁判を行う裁判
所が決定することになる。

 ⑹　有罪判決を下すためには，裁判
官のうち少なくとも１名以上が賛成
することが必要である。

 ⑺　裁判員は一つの裁判ごとに選ば
れるので，任期というものはない。

55 三権の抑
よく
制
せい
と均

きん
衡
こう

 P.116, 117

1 ⑴　行政　　⑵　司法
	 ⑶　議院内閣　　⑷　弾

だん

劾
がい

裁判所
	 ⑸　最高裁判所
	 ⑹　違

い

憲
けん

審
しん

査
さ

考え方 三権の抑制と均衡のしくみについて
の問題。国会・内閣・裁判所の３つ
の機関が，それぞれどのようなはた
らきをもち，たがいにどのように抑
制し合っているかを，確実におさえ
ておくこと。

2 ⑴　三権分立　　⑵　内閣
考え方 ⑴　18世紀のフランスの思想家モン

テスキューが，その著書『法の精神』
の中で主張した考え方。現在では民
主政治の基本原則の１つとなってい
る。

 ⑵　わが国のような議院内閣制をと
っている国では，内閣は国会の信任
の上に成り立っているので，国会と

合は判決が確定するので，検察側は
控
こう

訴
そ

できない。
 ⑶　裁判員制度がとり入れられたの

は，強
ごう

盗
とう

殺人などの重大な事件をあ
つかう刑事裁判の第一審である。

 ⑷　裁判員の対象となるのは20歳
さい

以
上の国民。くじと面接で選ばれる。
なお，裁判員は一つの裁判ごとに選
ばれる。

 ⑸　裁判員裁判においては，裁判員
６名と裁判官３名の合議の上，判決
が下される。評決で意見が分かれた
場合には多数決で決定されるが，有
罪判決を下すためには，裁判官と裁
判員それぞれが，少なくとも１名以
上ずつが有罪に賛成していなければ
ならない。

2 ⑴　法テラス
	 ⑵　検察審査会
考え方 ⑵　検察審査会は，有権者の中から

くじで選ばれた11名の検察審査員が
６か月の任期で活動するもので，検
察官が起

き

訴
そ

しなかった事件について，
そのあつかいの適否を判断する。検
察審査会が「起訴相当」の議決をした
場合，検察官は起訴すべきかどうか
もう一度検討しなければならず，同
じ事件に対して「起訴相当」の判断が
２回出されると，必ず起訴しなけれ
ばならない。

3 ①　公判	 ②　評議　　③　評決
	 ④　判決
考え方 ①　法

ほう

廷
てい

において，検察官と弁護人
がそれぞれの主張を述べ，裁判員と
裁判官がそれらを聞き，質問したり
すること。

 ②　裁判員と裁判官が，被
ひ

告
こく

人が有
罪かどうか，有罪であれば量刑をど
うするかについて，別室で話し合う
こと。

 ③　被告人が有罪か無罪か，有罪で
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する名
めい

簿
ぼ

に基づいて，内閣が任命す
る。

2 ⑴　議院内閣制　　⑵　弾
だん

劾
がい

裁判所の設
置：⑤　　行政裁判の実施：③
⑶　裁判所　　⑷　裁判員制度
⑸　国民審査
考え方 ⑴　内閣が国会の信任の上に成立す

る制度である。
 ⑵　弾劾裁判は，裁判官としてふさ

わしくない行
こう

為
い

のあった裁判官をや
めさせるかどうかを決めるもので，
国会に設置される弾劾裁判所で行わ
れる。したがって，国会の裁判所に
対する抑

よく

制
せい

である。行政裁判は，行
政事件訴

そ

訟
しょう

法に基づいて，権利の確
定や官庁による処分の取り消し，変
更，請求などをめぐる訴訟をあつか
う。

 ⑷　2009年に始められた制度。一つ
の裁判を，裁判員６名と裁判官３名
の合議による審理で行う。

9 地方の政治と自治

スタートドリル P.122, 123

1 ⑴　地方自治　　⑵　地方公共団体
	 ⑶　住民　　⑷　①　不信任
	 ②　解散

2 ⑴　18　　⑵　①　30　　②　25
	 ⑶　4

3 ⑴　地方税
	 ⑵　地方交付税交付金，国庫支出金
	 ⑶　地方分権

4 ⑴　条例　　⑵　３分の１
	 ⑶　住民投票　　⑷　直接請

せい

求
きゅう

権

11 地方自治の意義 P.124, 125

1 ⑴　地方自治　　⑵　地方自治法

内閣の結びつきがきわめて強くなっ
ている。

3 ⑴　A　立法権　　B　行政権
	 ⑵　ウ
考え方 ⑵　矢印の向きに注意すること。①

は内閣の国会に対する抑制であるか
ら衆議院の解散が，②は国会の裁判
所に対する抑制であるから，弾

だん

劾
がい

裁
判所の設置が，それぞれあてはまる。

4 イ，エ

まとまとめのドリル P.118, 119

1 ⑴　家庭裁判所　　⑵　B　控
こう

訴
そ

	 Ｃ　上
じょう

告
こく

　　⑶　ⓐ　簡易　　ⓑ　控訴
	 ⓒ　高等　　ⓓ　上告　　⑷　三

さん

審
しん

制
せい

	 ⑸　イ　　⑹　イ
考え方 ⑴　下級裁判所には，高等裁判所，

地方裁判所，家庭裁判所，簡易裁判
所がある。

 ⑵　Bは第一審から第二審へ，Cは
第二審から第三審へ，という流れを
示している。

 ⑶　地方裁判所で第二審が行われて
いることから，第一審は簡易裁判所，
第三審は高等裁判所であることがわ
かる。簡易裁判所で第一審が行われ
る民事裁判に限り，第二審が地方裁
判所，第三審が高等裁判所で行われ
る。

 ⑷　裁判を慎
しん

重
ちょう

に行うための仕組み
である。

 ⑸　民事裁判は個人間の権利・義務
をめぐる争いを裁くもの。ア・ウ・
エ・オは刑

けい

事
じ

裁判にあてはまる。
 ⑹　アの国民審

しん

査
さ

を受けるのは最高
裁判所の裁判官のみ。イは司法権の
独立（裁判官の独立）について述べた
もの。ウの法律を制定する権限をも
つのは，国会だけである。エの下級
裁判所裁判官は，最高裁判所が作成

0001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   260001-0031_1_公民編(政治)解答P01-31.indd   26 2021/04/22   11:272021/04/22   11:27



27

22 地方自治の仕組み P.126, 127

1 ⑴　直接選挙　　⑵　知事　　⑶　予算
	 ⑷　議会	 ⑸　条例
考え方 ⑴　都道府県の首

しゅ

長
ちょう

である知事は，
大日本帝

てい

国
こく

憲法の下では国から任命
されていた。日本国憲法施

し

行
こう

後は，
市（区）町村長とともに住民による直
接選挙で選出されるようになった。

 ⑷　都道府県議会と市（区）町村議会
がある。

 ⑸　地方議会が法律の範
はん

囲
い

内で定め
る，その地方公共団体の中だけで適
用されるきまり。法律と同じような
効力をもち，罰

ばっ

則
そく

を設けることもで
きる。情報公開を条例で定めている
自治体が多く，最近では路上での喫

きつ

煙
えん

（歩きたばこ）を禁止する条例のよ
うに，地域の実情に合わせたさまざ
まな条例が制定されている。

2 ⑴　A　18 歳
さい

		　B　30 歳		　C　25 歳
	 D　４年	 ⑵　ア
考え方 ⑴　A　選挙権は，首長・地方議会

議員とも18歳以上。国会議員と同じ
である。B・C　被

ひ

選挙権は，都道
府県知事は30歳以上，市町村長と地
方議会議員は25歳以上である。

 〈被選挙権〉
 ⃝30歳以上…参議院議員，都道府

県知事
 ⃝25歳以上…衆議院議員，市（区）

町村長，地方議会（都道府県議会と
市（区）町村議会）議員

3 ⑴　A　ア　　B　カ　　C　ケ
	 D　エ　　E　キ　　F　ク　　G　ウ
	 H　オ　　⑵　警察の仕事を行う。
考え方 ⑴　A　地方公共団体の執

しっ

行
こう

機関の
長。　C　地方公共団体の議決機関。 
F・G　首長を補佐する。副市（区）
町村長はかつては「助

じょ

役
やく

」と呼ばれて
いた。

⑶　民主主義　　⑷　地方公共団体
⑸　特別区
考え方 ⑵　日本国憲法が施

し

行
こう

された1947年
に制定された。

 ⑶　19 〜 20世紀のイギリスの政治
家・政治学者のブライスの言葉。

 ⑷　地方自治体ともいう。
 ⑸　東京23区は特別区（特別地方公

共団体）と呼ばれ，市とほぼ同様の
権限をもつ。横浜市などの政令指定
都市に置かれている区は，単なる行
政区分であり，独立した地方公共団
体ではない。

2 ⑴　上下水道　　⑵　学校
	 ⑶　社会福

ふく

祉
し

考え方 ⑴　電気やガスは民間企
き

業
ぎょう

によって
供給されているが，上下水道は都道
府県が経営する公営企業である。

 ⑵　「教育施
し

設
せつ

」とある。
 ⑶　年金や介

かい

護
ご

などの社会福祉事業
は，国から地方公共団体に委

い

託
たく

され
ている事業である。

3 ⑴　①　住民　　②　地方自治
	 ③　学校
	 ④　地方公共団体（地方自治体）
	 ⑵　東京 23 区
考え方 ⑵　東京23区は明治時代には「東京

府東京市」とされていた。1947年に
現在のような23区が設けられた。

4 ⑴　ア，エ，オ，ク　　⑵　地方自治法
考え方 ⑴　イとカは，かつては国営事業と

して行われていた。現在は，ともに
民営化されている。また，ごみの収
集や大半の小中学校の設置など，地
域に根ざした役割を市（区）町村が担
当する。大きな河川の管理や高等学
校の設置，警察など，複数の市（区）
町村をまたぐものは都道府県が担当
する。
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を負担するもの。地方交付税交付金
とは異なり，使いみちは指定されて
いる。

 ⑵　自主財源の占
し

める割合が少ない
ことが，多くの地方公共団体の課題
となっている。

4 ⑴　合併　　⑵　1700　　⑶　財政
考え方 2000年代に入り，全国で多くの市町

村が合併し，「平
へい

成
せい

の大合併」と呼ば
れた。このように合併が進んだ背景
には，多くの市町村が財政の悪化に
苦しんでおり，重複する人員や施

し

設
せつ

を整理したり，行政の範
はん

囲
い

を広げて
仕事の効率をよくしたりすることで
財政の安定化を図ろうとしたことが
ある。また，補助金の増大が国の財
政を圧

あっ

迫
ぱく

していることから，国もこ
うした市町村合併を推進したという
事情もある。しかしながら，合併に
よって由

ゆい

緒
しょ

ある地名が消えたり，役
所の統

とう

廃
はい

合
ごう

によって生活が不便にな
ってしまった地域があるといった問
題も生じてきた。

44 住民参加 P.130, 131

1 ⑴　直接請
せい

求
きゅう

　　⑵　①　条例
	 ②　首

しゅ

長
ちょう

　　⑶　選挙管理委員会
	 ⑷　過半数
考え方 ⑴　地域の住民が一定数の署名を集

めることで，条例の制定や議会の解
散など，いくつかの事

じ

項
こう

について請
求できる仕組みを直接請求権という。

 ⑵　条例の制定または改
かい

廃
はい

の請求が
行われた場合，首長はすみやかにこ
れを議会にかけ，結果を公表しなけ
ればならない。

 ⑶　議会の解散や首長・議員の解職
などの請求は，成立すれば住民投票
が行われることになるので，請求先
は選挙管理委員会になる。

 ⑵　警察の運営を管理する行政委員
会。かつては市（区）町村にも置かれ
ていた。

4 ⑴　二元代表制　　⑵　不信任決議
考え方 ⑴　内閣総理大臣は国民から選挙で

選ばれた国会議員の中から，国会に
指名される形で決まる。

 ⑵　地方議会は首長に対して不信任
を決議することができる。不信任決
議が可決されると，首長は10日以内
に議会を解散するか，辞職しなけれ
ばならない。

33 地方分権 P.128, 129

1 ⑴　地方税　　⑵　地
ち

方
ほう

債
さい

	 ⑶　国庫支出金　　⑷　民生費
	 ⑸　市町村合

がっ

併
ぺい

考え方 ⑴　税金には，国が徴
ちょう

収
しゅう

する国税と，
地方公共団体が徴

ちょう

収
しゅう

する地方税とが
ある。

 ⑵　税金だけでは収入が不足すると
きには，公債が発行される。公債の
うち，国が発行するものを国債，地
方公共団体が発行するものを地方債
という。公債は国や地方自治体が住
民に対して行う借金であるので，毎
年利子を支

し

払
はら

い，期限を迎えたもの
については元

がん

金
きん

を返済しなければな
らない。

2 ⑴　地方交付税交付金　　⑵　地方分権
考え方 ⑴　政府が収入の少ない地方公共団

体に支給する補助金。使いみちは自
由である。

 ⑵　中央政府に権力を集中させる中
央集権に対する言葉である。

3 ⑴　①　地方税
	 ②　地方交付税交付金
	 ③　国庫支出金　　⑵　31％
考え方 ⑴　③教育など，国が地方に委

い

託
たく

し
ている事業について，国がその費用
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議会。③と⑦は首長がもつ権限。⑥
は首長が行う。

まとまとめのドリル P.132, 133

1 ⑴　A　カ　　B　オ　　C　エ
	 D　ク　　E　キ　　⑵　地方自治法
考え方 ⑴　A　住民が地方自治体に対して

負っている義務であるから，「納税」
である。　B　「義務」に対する言葉
であるから「権利」。選挙や請

せい

願
がん

，解
職請

せい

求
きゅう

などがこれにあてはまる。　
C　住民が知事や市長に対してもつ
権利であるから，「条例の制定または
改
かい

廃
はい

の請求」があてはまる。 
D　副知事などのおもな職員に対し
ても，住民は解職請求の権利をもっ
ている。　E　副知事とともに首

しゅ

長
ちょう

の補佐役であるのは副市（区）町村長。

2 ⑴　条例　　⑵　直接請求権
	 ⑶　３分の１以上　　⑷　エ
	 ⑸　①　エ　　②　不信任
	 ⑹　地方交付税交付金
考え方 ⑵　直接民主制の仕組みを取り入れ

たもので，地方自治だけに見られる
制度である。

 ⑷　首長の解職は請求が成立すれば
ただちに決定するわけではなく，住
民投票にかけ，その過半数が同意す
ることが必要となる。なお，副知事
や副市（区）町村長などおもな職員の
解職について直接請求が成立（有権
者の３分の１以上が署名）した場合
には，議会にかけられ，定員の３分
の２以上の議員が出席し，４分の３
以上の賛成があれば，その職員は解
職される。

 ⑸　①　首長は議会の議決に納得で
きないときには，議会に対して審

しん

議
ぎ

のやり直し（再議）を求めることがで
きる。 ②　議会が首長の方針に反

 ⑷　議会の解散請求が成立すると，
住民投票が行われ，解散に賛成する
票が過半数を占

し

めれば，議会は解散
され，選挙が行われる。

2 ⑴　住民投票　　⑵　オンブズマン
	 ⑶　NPO
考え方 ⑴　投票の結果に法的な拘

こう

束
そく

力はな
いが，住民の意思を示すことで議会
の審

しん

議
ぎ

などに影
えい

響
きょう

をあたえることが
できる。近年は，地域にとって重要
な問題については住民投票を行うこ
とを条例で定める自治体も増えてい
る。

 ⑵　オンブズパースンとも呼ばれる。
市民たちの手で運営される場合もあ
るが，公的な制度として設置する自
治体も出てきている。

 ⑶　「非営利組織（団体）」の略
りゃく

称
しょう

。医
い

療
りょう

や福
ふく

祉
し

など，さまざまな分野で多
くの団体が活動を行っており，国も
法律を制定するなど，こうした活動
を支

し

援
えん

する体制を整えることに努め
ている。

3 ⑴　A　条例　　B　50 分の１
	 C　首長　　D　50 分の１
	 E　選挙管理委員会　　⑵　リコール
	 ⑶　住民投票
考え方 ⑴　Aは，地方議会が定めるその地

方公共団体だけに適用されるきまり
のこと。

 ⑵　法定署名数には，有権者数の50
分の１以上のものと３分の１以上の
ものがある。議会の解散や首長・議
員の解職の請求には有権者の３分の
１以上の署名が必要であるが，署名
数が多くなっているのは，人の身分
に関わることがらについての請求だ
からである。

4 ②，④，⑧
考え方 直接請求権の認められているものを

選ぶ。なお，①と⑤を行うのは地方
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33 ⑴　①　知事
	 ②　議会（地方議会）
	 ③　不信任
	 ④　副知事　　⑤　選挙管理委員会	

⑵　二元代表制
	 ⑶　ウ
考え方 ⑴　④と副市（区）町村長は住民によ

る選挙で選ばれるのではなく，首長
がこれを任命する。

総合問題　入試問題①総合問題　入試問題①� P.136, 137

１１ ⑴　ア・イ
	 ⑵　ワイマール憲法（ドイツ共和国憲法）
	 ⑶　（例）一つの事件について裁判を複

数回行うことで，誤った判断を防ぐこと
ができると考えられるから。

	 ⑷　ア
	 ⑸　Ⅰ　ウ　　Ⅱ　（例）生産年

ねん

齢
れい

人口
が減少し，人手不足が予測される一方で，
出産・育児で仕事を辞めた女性の多くは
再就職を希望しており，こうした女性を
人材として確保しやすいという利点。
考え方 ⑴　フランス人権宣言は1789年。ア

は1776年，イは1688年，ウは1948年，
エは1917年。

 ⑶　なぜ１回だと人権が守られない
恐れが出てくるのかを考える。

 ⑷　条例の制定・改
かい

廃
はい

の請
せい

求
きゅう

は，①
有権者の50分の１以上の署名を集め
ること②首長に請求すること　がポ
イントである。

 ⑸　Ⅰ　以下に各選
せん

択
たく

肢
し

の誤りを解
説する。ア：男女別で募

ぼ

集
しゅう

している。 
イ：看護「婦」として募集をしている。

（女性限定である。）　エ：男性限定
で募集している。

 Ⅱ　資料２より，働き手が減少して
おり，今後さらに人材が不足するこ
とがわかる。資料３からは，出産・
育児で仕事を辞めた女性の多くは再

対であるときには，首長に対して不
信任を決議することができる。その
場合，首長は10日以内に議会を解散
しない限り，辞職しなければならな
い。

 ⑹　地方公共団体間の財政不
ふ

均
きん

衡
こう

を
解消するために国から交付される補
助金は，地方交付税交付金である。

定期テスト対策問題定期テスト対策問題� P.134, 135

１１ ⑴　三
さん

審
しん

制
せい

　　⑵　控
こう

訴
そ

　　⑶　○
	 ⑷　検察官　　⑸　裁判所　　⑹　○
	 ⑺　内閣　　⑻　国民審査
考え方 ⑴　裁判を慎

しん

重
ちょう

に行うための仕組み
である。

 ⑵　第一審の判決に不服の場合，よ
り上級の裁判所に第二審を求めるこ
とを控訴，第二審の判決に不服の場
合，さらに上級の裁判所に第三審を
求めることを上

じょう

告
こく

という。
 ⑷　犯罪（刑

けい

事
じ

事件）が発生すると，
警察官が捜

そう

査
さ

を行い，容疑者を逮
たい

捕
ほ

し，証
しょう

拠
こ

を集める。検察官がさらに
取り調べを行い，容疑が固まれば，
容疑者を被

ひ

告
こく

人
にん

として起
き

訴
そ

すること
になる。

 ⑸　逮捕や捜
そう

索
さく

には，裁判所の発行
する令

れい

状
じょう

が必要となる。
 ⑹　司法権の独立について述べた文。
 ⑺　最高裁判所長官は，内閣が指名

し，天
てん

皇
のう

が任命する。
 ⑻　最高裁判所裁判官が適任かどう

かを審査するのは国民審査。国民投
票は憲法改正を承認するかどうかを
問うものである。

22 ⑴　①　イ　　②　ウ　　③　ア　　　
④　オ

	 ⑵　三権分立
考え方 ⑵　権力が一つの機関に集中して濫

らん

用
よう

されることを避
さ

ける仕組み。
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政党名 Ａ党 Ｂ党 Ｃ党

得票数 1200 900 480

÷1 1200 ① 900 ② 480 ④

÷2  600 ③ 450 240

÷3  400 300 160

総合問題　入試問題③総合問題　入試問題③� P.140, 141

11 ⑴　①３　　②国政調査権
	 ⑵　比例代表制　　⑶　国民審

しん

査
さ

	 ⑷　議員：ｂ　　理由：（例）衆議院の
優
ゆう

越
えつ

により，衆議院の指名が優先される
から。
考え方 ⑴　①１は毎年１月に召

しょう

集
しゅう

され，
150日間の会期で行われる国会のこ
とである。２は内閣総理大臣の指名
が行われる国会で，衆議院の解散に
ともなう総選挙の日から30日以内に
開
かい

催
さい

される国会である。４は衆議院
の解散中に緊

きん

急
きゅう

の事態が起こった際
に召集される。

 ②証人を議院に呼んで質問すること
を証人喚

かん

問
もん

という。
 ⑷　衆議院と参議院の票数の総数が

もっとも多いa議員を選ばないこと
がポイントである。予算の議決，条
約の承認は衆議院の議決が国会の議
決となる。法律の議決は衆議院の出
席議員の３分の２以上の賛成で再可
決すれば法律となる。

22 ⑴　国民主権　　⑵　ウ
	 ⑶　（例）裁判官とともに刑

けい

事
じ

裁判に参
加し，被

ひ

告
こく

人
にん

考え方 ⑵　アはアメリカ独立宣言とフラン
ス人権宣言の時期が逆転していると
ころが誤っている。イは自由権では
なく社会権である。

び就職したいと思っていることを読
み取ることができる。このようなこ
とから，企

き

業
ぎょう

は資料１のような仕組
みを取り入れることで，再就職した
い女性を雇

やと

うことができ，人材不足
を補う利点が生まれると考えられる。

総合問題　入試問題②総合問題　入試問題②� P.138, 139

１１ ⑴　象徴
	 ⑵　（例）国民の自由や権利を守る　

	 ⑶　イ　　⑷　ウ
	 ⑸　（例）国会の信任に基づいて内閣が

作られ，内閣が国会に対して責任を負う
仕組み。

	 ⑹（当選者数）：　1人
	 	（特

とく

徴
ちょう

）：（小選挙区制に比べ）議席を獲
かく

得
とく

できなかった政党や候補者に投じられ
た票が少なくなり，国民の多様な意見を
反映しやすい。
考え方 ⑶　ア・エは自由権。ウは基本的人

権を守るための権利として，政治に
参加する参政権の一つ。国や地方公
共団体に要望する権利。

 ⑷　ア：高等裁判所も下級裁判所に
含
ふく

まれる。イ：弾
だん

劾
がい

裁判所は国会に
置かれ，裁判官を審

しん

査
さ

するもの。
エ：裁判員裁判は刑

けい

事
じ

事件のみで行
われる。

 ⑹　ドント式は①各党の得票数それ
ぞれを÷１，÷２，÷３…していく。
②①の数値の大きいものから議席を
割
わ

り振
ふ

る。次の図より，Ａ党２議席，
Ｂ党１議席，Ｃ党１議席の獲得とな
る。また，比例代表制は，小さな党
でも議席が獲得しやすいため，国会
で物事が決まりにくくなるという欠
点もある。
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家計と消費生活 P.146, 147

1 ⑴　経済　　⑵　給
きゅう

与
よ

収入
⑶　事業収入　　⑷　財産収入
⑸　消費支出
考え方 ⑴　家計の原則は，収入をもとに消

費を計画することである。
⑵　労働力を提供することで得る収
入。
⑶　自営業者・農家・開業医などの
収入が該

がい

当
とう

する。

2 ◇　Ａ　消費　　Ｂ　非消費
Ｃ　保険料
考え方 Ａ，Ｂ　食料費や住居費，被

ひ

服
ふく

費
ひ

な
どが消費支出。税金など，消費以外
に支出される費用を非消費支出とい
う。

3 ⑴　㋐　家計　　㋑ 経済
⑵　Ａ　給与収入（勤労所得，労働収入）
Ｂ　事業収入（個人事業主所得，事業所得）
Ｃ　財産収入（財産所得）
考え方 ⑴　消費を中心とした経済活動を行

う。
⑵　所得は収入，収入は所得として
もよい。

4 ⑴　消費　　⑵　クレジットカード会社
⑶　電子マネー
考え方 ⑵　クレジットカードを利用した買

い物が普及し，それにともなってク
レジットカードの発行も増えている。
兆円

0
20
40
60
80
100

（日本のクレジット統計 2019）

利用額

2015 16 17 18 19

53.9 58.4
66.7 73.4

49.8

利
用
額

▲クレジットカードの利用額

10 わたしたちの消費生活

スタートドリル P.144, 145

1 ⑴　家計　　⑵　消費支出
⑶　電子マネー　　⑷　消費者
⑸　流通
考え方 ⑶　形のある紙

し

幣
へい

や硬
こう

貨
か

と違い，お
金を同じ価値をもたせた電子情報に
変換し，ＩＣカードやスマートフォ
ンなどを利用して使う。

2 ⑴　消費者基本法
⑵　製造物責任法
⑶　クーリング・オフ制度
⑷　消費者契

けい

約
やく

法
考え方 ⑴　1968年の消費者保護基本法を改

正してつくられた。2004年に施
し

行
こう

。
⑵　1995年に施行。PL法ともいう。
⑶　訪問販

はん

売
ばい

などで商品を購
こう

入
にゅう

後
ご

，
8 日以内ならば契約を解除できる制
度。
⑷　2001年に施行。

3 ⑴　1990年　　⑵　食料
⑶　衣服・履

はき

物
もの

　　⑷　交通・通信
⑸　スマートフォンの普

ふ

及
きゅう

考え方 ⑴　消費支出の総額で比べる。
⑵　消費支出の中で占

し

める割合は減
ってきてはいるが，消費支出の中で
最も多いのは食料費である。

4 ⑴　2004年　　⑵　契
けい

約
やく

・解約
⑶　消費者
考え方 ⑴　左側のグラフを見ると，相談の

受付は2004年には約190万件にのぼっ
ている。
⑵　契約・解約に関するものが43.8％
と一番多い。
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消費生活を支える流通 P.150, 151

1 ⑴　流通　　⑵　商業　　　　　
⑶　小売業　　⑷　問屋

2 ⑴　Ａ　生産者　　Ｂ　商業　　
Ｃ　商品　　Ｄ　支

し

払
はら

い
⑵　ウ
考え方 ⑴　Ａ・Ｂ・Ｃ商品が生産者から消

費者の手元に届くまでの流れを，商
品の流通といい，商業が生産者と消
費者の橋わたしの役割を果たしてい
る。
⑵　商業を助ける産業として，運輸
業・倉庫業・保険業・情報通信業・
広告業などがある。ここでは運輸業。

3 ⑴　Ａ　生産者　　Ｄ　消費者
⑵　Ｂ　卸

おろし

売
うり

　　Ｃ　小売　　　　
⑶　流通
考え方 ⑵　商品を直接消費者に売る商業が

小売業である。生産者から商品を大
量に仕入れて小売業に売る商業が，
卸売業である。

4 ⑴　①　卸売業
　　②　情報通信技術（ICT）
⑵　①　運輸業　　②　倉庫業
考え方 ⑴　①小売業者や卸売業者が商品を

企
き

画
かく

し，独自のブランドとして販売
する商品をプライベートブランド

（PB，自主企画商品）という。消費
者にとっては安く購

こう

入
にゅう

できるという
利点があり，企業としても利益率が
高いなどの利点がある。
⑵　他にも，保険業や広告業なども，
商品の流通を助けている。

消費者の権利 P.148, 149

1 ⑴　消費者主権　　⑵　契
けい

約
やく

⑶　クレジットカード　　　　
⑷　クーリング・オフ制度
⑸　製造物責任法
考え方 ⑵　契約は，売り手と買い手の同意

で成立するが，親の同意のない未成
年の契約は取り消すことができる。
⑷　クーリング・オフをする場合は，
書面を作成し，特定記録郵便などの
方法で売り手に送付する。

2 ⑴　ケネディ　　⑵　安全
⑶　選

せん

択
たく

考え方 　アメリカを中心に消費者主権の考
えが主張され，日本でもこの考えが
定着するようになった。1962年にケ
ネディ大統領が，消費者の四つの権
利を明確にした。

3 ⑴　消費者主権
⑵　契約自由の原則　　⑶　消費者庁
⑷　製造物責任法
考え方 ⑷　PL法のPLとは，product liability

の頭文字である。1960年代にアメリ
カで発達した考え方で，日本では
1995年に施

し

行
こう

された。

4 ⑴　消費者庁　　⑵　消費者基本法
⑶　製造物責任法（ＰＬ法）　　
⑷　クーリング・オフ
考え方 ⑵　消費者との取引に際して，消費

者の知識，経験，財産の状
じょう

況
きょう

に配
はい

慮
りょ

することも定めている。
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3 ⑴　製造物責任法（PL法）　　　　
⑵　クーリング・オフ（制度）　　　
⑶　イ
⑷　消費者基本法
考え方 ⑴　製造物責任法によって，消費者

被
ひ

害
がい

の速
すみ

やかな救済が可能になった。
また，事故防止のための警告表示や
業界団体による対応機関（ＰＬセン
ターなど）が充

じゅう

実
じつ

した。
⑶　消費者は，さまざまなものから，
ほしいものを自由に選択することが
できる。また，消費者は商品に危険
がない状態であることをはたらきか
けることができる。商品の安全性な
どを示すマークも作られている。

⑷　消費者との取引に際して，消費
者の知識，経験，財産の状

じょう

況
きょう

に配
はい

慮
りょ

することも定められている。

　第 5 条（事業者の責務等）　
①消費者の安全及

およ

び消費者との
取引における公正を確保する
こと。　

②消費者に対し必要な情報を明
確かつ平易に提供すること。

⑤国又
また

は地方公共団体が実
じっ

施
し

す
る消費者政策に協力すること。

▲消費者基本法（一部抜粋）

▲ 商品の安全性と規格の適正化を示す
マーク

まとまとめのドリル P.152, 153

1 ⑴　①　事業
②　財産
⑵　ウ，オ　　
考え方 ⑵　火災保険や生命保険のかけ金，

株式の買い入れ金は，貯
ちょ

蓄
ちく

の一種。

2 ⑴　流通　　⑵　商品
⑶　卸

おろし

売
うり

業
ぎょう

　　⑷　イ
考え方 ⑶⑷　商業には，卸売業と小売業が

ある。

●個人商店…小売店。
　八百屋，魚屋，肉屋，洋品店

など種類が多い。
●デパート（百貨店）…多種類

の商品を豊富にそろえて販
はん

売
ばい

する大規模な小売店。
●スーパーマーケット…安い

価格で販売することをねら
った大規模な小売店。セルフ
サービスなどによって人件
費を削

さく

減
げん

したり，大量購
こう

入
にゅう

に
よって，消費者に安く売る。
デパートとともに販売額が
大きい。

●コンビニエンスストア
　消費者への利便性（コンビニ

エンス）の提供を目的とした
小売店。主に住宅地域の近く
につくられ，年中無休，長時
間営業を行う。公共料金の支

し

払
はら

いや各種のチケットの予
約，ＡＴＭによる現金の引き
出しなど，サービスの利便性
が向上している。

●ディスカウントストア
　経費を圧縮して，常時低価格

で販売する小売店。

▲いろいろな小売店
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11 生産の仕組みとはたらき

スタートドリル P.156, 157

1 ⑴　生産　　⑵　企
き

業
ぎょう

⑶　資本主義　　⑷　公企業　　　
⑸　技術革新
考え方 ⑶　資本主義経済は，生産に必要な

土地や工場などを個人が持っており，
何をどれくらい生産するかも，個人
や各企業が判断してよい。また，生
産は利

り

潤
じゅん

を追求して行われる。

2 ⑴　①　株式会社　　②　株主
　　③　配当　　④　株主総会

⑵　①　証券取引所　　②　株価
⑶　企業の社会的責任
考え方 ⑵　証券取引所が株式の取引を認め

ることを上場という。上場すると企
業の信用が高まる。

3 ⑴　Ａ　株主　　Ｂ　株主総会　　
Ｃ　取

とり

締
しまり

役
やく

会
かい

　　　
⑵　あ 大企業　　い 中小企業
考え方 ⑵　日本では規模の小さい企業の数

が圧
あっ

倒
とう

的
てき

に多いが，出荷額，現金給
きゅう

与
よ

額
がく

は規模の大きな企業に比べて少
ない。

4 ⑴　ア　　⑵　エ　　⑶　ウ
考え方 　企業の種類はこの他にも，組合員

の利益を目的とする組合企業などが
ある。

生産と企業 P.158, 159

1 ⑴　労働力　　⑵　起業
⑶　ベンチャー企業　　⑷　ＣＳＲ
考え方 ⑶　中小企業の中で，新しい波を起

こす存在として注目される。先
せん

端
たん

技
術分野に多く，アメリカのシリコン
バレーなどがベンチャー企業が多く
生まれる場所として有名である。

2 ⑴　生産　　⑵　私企業
⑶　分業　　⑷　中小企業
考え方 ⑴　企業は商品を生産したら，消費

者へ売って利
り

潤
じゅん

を得る。商品が生産
者から消費者に届くまでの流れも，
企業がになっている。
⑷　業種によって大企業と中小企業
の境は異なる。例えば製造業は，資
本金３億円以下，従業員300人以下
の企業が中小企業である。それに対
し，卸

おろし

売
うり

業
ぎょう

はこの条件が，資本金１
億円以下，従業員100人以下である。

3 ⑴　①　個人企業
　　②　法人企業（会社企業）

③　地方公営企業
④　独立行政法人　　⑵　利潤（利益）
考え方 ⑴ ②会社組織をとる企業。

4 ⑴　イ　　⑵　中小企業
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まとまとめのドリル P.162, 163

1 ⑴　Ａ　公企業　　Ｂ　私企業
Ｃ　地方公営企業
Ｄ　法人企業（会社企業）
⑵　株式会社　　⑶　イ・ウ
考え方 ⑵　資本金を少額の株式に分けて，

多数の株主から巨
きょ

額
がく

の資金を集める
仕組みをとっている企業。
⑶　その会社の情報だけでなく，業
界の動向，世界の経済状況，自然災
害など，あらゆる要因が株価に影

えい

響
きょう

する。

参考： 大企業などは，複数の産業
に進出したり，大企業同士が同一
系列の企業グループを作って活動
をしているケースも多い。　　

▲企業グループの例

株式会社の仕組み P.160, 161

1 ⑴　株式　　⑵　株主総会
⑶　証券　　⑷　有限
⑸　ＣＳＲ
考え方 ⑵　株主総会は，株式会社の最高の

意思決定機関である。会社の合
がっ

併
ぺい

や
解散，取

とり

締
しまり

役
やく

の選任や解任など，重
要な事

じ

項
こう

を決める権限がある。株主
は，株式の保有数に応じた議決権を
持つ。

2 ⑴　上がる
⑵　配当　　⑶　投資
⑷　環

かん

境
きょう

考え方 ⑵　配当は，企
き

業
ぎょう

の業績や，国の政
策の方針により増減する。一般に，
業績が伸びて配当が高くなると，そ
の企業の株価は上がる。

3 ⑴　①　株式　　②　株主　　
③　配当（配当金）　　④　証券取引所
⑵　株価
考え方 ⑵　株価は，毎日，時間ごとに変動

する。その株式を買いたい人が多い
と値が上がる。売りたい人が多いと
値が下がる。

4 ⑴　Ａ　株主　　Ｂ　株主総会
Ｃ　取締役会　　
⑵　Ｂ　　⑶　配当（配当金）
考え方 ⑴　株主は会社から利益の配当を受

け，株主総会で議決権をもっている。
⑵　株式の所有者により構成される
組織が，最高の議決機関となってい
る。取締役会は，仕事の具体的な方
針を決め，その責任を負う。
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2 ⑴　生産
⑵　Ａ　従業者数　　Ｃ　生産額
⑶　作業員　　　　
⑷　エ
考え方 ⑴　生産される商品の中で，自動車

や衣服など，形あるものを財という。
物を運んだり，散

さん

髪
ぱつ

をするなど，形
のないものをサービスという。
⑵　わが国の企

き

業
ぎょう

の大部分を，中小
企業が占

し

めているが，生産額は大企
業が半分以上を占めており，大企業
の生産性が高いことを示している。
Ｂは事業所数の割合を示している。
⑶　資本は，工場，機械，倉庫，原
材料，製品の在庫など，生産の元手
を指す。作業員は資本ではなく，労
働力である。
⑷　企業の社会的責任とは，利

り

潤
じゅん

を
追求する企業活動に直接関係がない
ような，公益目的の寄付やボランティ
ア，文化・芸術活動に対する支

し

援
えん

も
含
ふく

まれる。

12 働きやすい職場

スタートドリル P.166, 167

1 ⑴　労働組合　　⑵　ストライキ
⑶　労働基準法　　⑷　終身雇

こ

用
よう

⑸　年功序列賃金
考え方 ⑴～⑵　労働三権は，日本国憲法第

28条で保障されている。

日本国憲法第28条
勤労者の団結する権利及

およ

び団体
交
こう

渉
しょう

その他の団体行動をする権
利は，これを保障する。

 警察官，消防官，海上保安庁の職員
などは特

とく

殊
しゅ

な仕事で公共性も高いた
め，労働三権を認められていない。

2 ⑴　フレックスタイム　　　
⑵　能力主義　　⑶　非正規労働者　　
⑷　ワーク・ライフ
⑸　働き方改革

3 ⑴　生きがいをみつけるために働く
⑵　社会の一員として，務めを果たすため
に働く・生きがいをみつけるために働く
考え方 ⑴　〔性〕の棒グラフを見て読み取る。

⑵ 〔年
ねん

齢
れい

〕の棒グラフを見て読み取る。

4 ⑴　（ゆるやかに）減っている　　
⑵　非正規雇用（非正規社員・非正規労
働者）
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労働環
かん
境
きょう
の変化と課題 P.170, 171

1 ⑴　①　終身雇
こ

用
よう

　　
②　年功序列賃金
⑵　①　グローバル化
②　能力主義　　③　アルバイト
考え方 ⑴　労働環境の側面としては，第４

章で学んだ男女の差別の撤
てっ

廃
ぱい

や，障
がいのある人も生き生きと働くこと
ができる環境の整備などが必要であ
る。

2 Ａ　長時間労働　　Ｂ　非正規
Ｃ　格差　　Ｄ　セーフティー

3 ⑴　能力給（能力主義・成果主義）
⑵　外国人労働者
⑶　正規労働者（正社員）　　⑷　イ・ウ
考え方 ⑷　育児や介

かい

護
ご

などの事情があって
も働きやすいという利点がある。

4 ⑴　終身雇用
⑵　年功序列賃金
⑶　非正規労働者（非正社員・非正規雇用）
考え方 ⑴・⑵は，日本独特の制度。現在，

この制度はくずれつつある。

●労働時間は
　１日８時間
　１週40時間
　をこえては
　ならない

●週1回，又は
　４週を通し
　て４日以上
　の休日を与
　えなければ
　ならない

▲労働基準法

労働者の権利と生活 P.168, 169

1 ⑴　①　社会権　　②　勤労
⑵　①　労働基準法　　②　労働組合法
考え方 ⑴　①ワイマール憲法によって，は

じめて保障された権利。
②国民の権利であるとともに，三大
義務の一つでもある。

2 ⑴　働き方　　⑵　失業
⑶　ワーク・ライフ　　
⑷　フレックスタイム
考え方 ⑵　労働人口に対する失業者の割合

を失業率といい，経済を判断する一
つの基準となっている。

　

3 ⑴　Ａ　労働基準法　　Ｂ　労働組合法
Ｃ　労働関係調整法　　⑵　労働三法
⑶　社会権
考え方 ⑵　労働者の権利を保障する三つの

法律。この労働三法と労働三権（団
結権・団体行動権・団体交

こう

渉
しょう

権）を
しっかり整理しよう。

4 ⑴　少子化　　　
⑵　テレワーク
⑶　過労死

▲労働三法
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まとまとめのドリル P.172, 173

1 ⑴　①　団結　　②　団体交
こう

渉
しょう

③　団体行動　　④　労働関係調整法
⑤　最低賃金法
⑵　法律名　労働基準法
機関名　労働基準監

かん

督
とく

署
⑶　労働組合法　　⑷　ストライキ　　
⑸　社会権
考え方 ⑶　労働基準法，労働関係調整法と

合わせて，労働三法という。労働三
法の目的と内容を整理しておこう。

2 ⑴　①　終身雇
こ

用
よう

（制）　　
②　年功序列賃金（制）　　
③　グローバル　　④　非正規
⑤　フレックスタイム
⑥　テレワーク
⑦　ワーク・ライフ・バランス
⑵　①　過労死
②　働き方改革　　
③　セーフティーネット
考え方 ⑴　近年，女性就業者数は増加した

が，男性と比べて，労働条件は不利
であることが多い。

▲労働三法の目的と内容

0％ 20 40 60 80 100

（総務省統計局調べ）

2019年
6724 万人

女性就業者
44.5％

男性就業者
55.5％

▲全就業者に占
し

める女性就業者の割合

定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.174, 175

１１ ⑴　エ　　⑵　ウ　　⑶　ウ　　
⑷　イ　　⑸　卸

おろし

売
うり

業
ぎょう

　　
考え方 ⑶ イは，クーリング・オフ制度の

仕組みについての説明。エは，独
どく

占
せん

禁止法の内容にあてはまる。
⑷　株式会社は公企

き

業
ぎょう

ではなくて私
企業であるので，利

り

潤
じゅん

を追求する。

　株式会社の利点　
①巨

きょ

額
がく

な資金調達が可能
資本を少額の株式に分けて
公
こう

募
ぼ

するので，巨額の資本
を集めることができる。

②企業の拡張が容易
新株式の発行によって，企
業規模を容易に拡張できる。

③強い競争力
巨額の資本が集まるので，
市場での競争に強い。

22 ⑴　企
き

業
ぎょう

の社会的責任（ＣＳＲ）
⑵　Ａ　事業所数　　Ｂ　従業員数
Ｃ　生産額
考え方 ⑴　ＣＳＲは，環

かん

境
きょう

や教育，地域貢
こう

献
けん

など，さまざまな方向で活動が行
われている。
⑵　日本は中小企業の数が多いこと
が特

とく

徴
ちょう

である。また，グラフからは，
大企業が効率的に生産していること
がわかる。
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13 価格のはたらきと金
きん
融
ゆう

スタートドリル P.178, 179

1 ⑴　経済　　⑵　市場
⑶　小売価格　　⑷　需

じゅ

要
よう

量　　　
⑸　金

きん

融
ゆう

考え方 ⑶　生産者価格とは生産費に利
り

潤
じゅん

を
加えたものである。
⑷　供給量は売り手が一定の価格で
売ろうとする商品の数量。

2 ⑴　市場経済　　　　
⑵　均

きん

衡
こう

価格　　　　
⑶　寡

か

占
せん

価格　　
⑷　公共料金
⑸　日本銀行
考え方 ⑶　寡占価格は寡占している大企業

に有利な高い価格に設定されがちで
ある。中小企

き

業
ぎょう

が不利益をこうむる
ことが多い。
⑷　公共料金には郵便料金や鉄道運
賃，都市ガス，電気料金，バス代な
どがある。どれもわたしたちの生活
と密接に関係がある。国や地方公共
団体が決めたり，認可したりしてい
る。

3 ⑴　Ａ　需要曲線　　Ｂ　供給曲線
⑵　均衡価格　　⑶　上がる
考え方 ⑵　価格が高いと数量が少ないのが

需要曲線である。
⑶　需要曲線が右にずれると，需要
曲線と供給曲線の交点も右にずれる。

4 ⑴　Ａ　発券銀行　　Ｂ　銀行の銀行
Ｃ　政府の銀行　　
⑵　日本銀行券

33 ⑴　Ａ　労働基準法　　Ｂ　労働組合法
Ｃ　労働関係調整法
⑵　フレックスタイム　　
⑶　働き方改革　
考え方 ⑴　最低賃金法は労働者に賃金の最

低額を保障し，労働者の生活安定を
はかる目的で制定。労使間の交

こう

渉
しょう

力
りょく

の格差などのため，個人の生存ぎり
ぎりといったきわめて低い水準に決
まってしまう危険性がある。こうし
た事態を防ぐために設けられた。
⑵　フレックスタイムを導入するこ
とにより，子どもの送

そう

迎
げい

がしやすく
なったり，公共機関が混雑する時間
をさけて通勤できる。
⑶　具体的には，残業代ゼロ制度

（高度プロフェッショナル制度）の新
設，裁量労働制（労働者に労働時間
や仕事の進め方をゆだねる）の拡大，
残業時間の上限規制，同一労働同一
賃金の考え方を盛

も

り込
こ

んだ法律の改
正など。
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市場経済 P.180, 181

1 ⑴　生産と消費　　　
⑵　貨

か

幣
へい

・財・サービス　　⑶　市場
⑷　市場経済
考え方 ⑵　家計・企

き

業
ぎょう

・政府の三つの経済
主体の間を，貨幣・財・サービスが
絶えず活動し，経済の循

じゅん

環
かん

の輪をか
たちづくっている。
⑷　資本主義経済では，自由競争が
原則であり，企業は市場の価格をめ
やすに生産を行っている。売れれば
生産を増やし，売れないときは生産
をひかえる。市場経済とはこのよう
な仕組みをいう。

2 ⑴　Ａ　家計　　Ｂ　企業
Ｃ　政府
⑵　ａ　ア　　ｂ　ウ
考え方 ⑴　Ｃは，公共サービスの提供を重

要な役割としている。

3 ⑴　家計　　⑵　経済主体
⑶　財　　⑷　市場　　⑸　市場価格
⑹　市場経済
考え方 ⑸　市場価格は，需

じゅ

要
よう

と供給が一
いっ

致
ち

したところで決定される。

4 ⑴　サービス　　⑵　賃金
⑶　公共サービス
考え方 　二者の間で何を与えたら，何を受

け取るかの関係性を整理すると良い。
例えば，家計が政府に労働を与えた
場合，政府からは賃金を受け取る。

価格のはたらき P.182, 183

1 ⑴　Ａ　生産者価格　　　　
Ｂ　卸

おろし

売
うり

価格　　Ｃ　小売価格
⑵　利

り

潤
じゅん

（利益）　　⑶　原材料費
考え方 ⑴　 のうち，公定価格は，政府

が公共の立場から決定する価格であ
る。標準価格と希望価格は造語であ
る。
⑶　原材料費は生産費に入る。他に
も生産にかかる人件費や設備費も生
産費である。

2 ⑴　上がる　　⑵　減る
⑶　下がる　　⑷　増える
⑸　変わらない
考え方 　価格の変化は，商品の過不足を示

すだけでなく，消費者と生産者には
たらきかけて，過不足をなくそうと
するはたらきがある。

3 ⑴　上がる　　⑵　増やそう
⑶　下がる　
⑷　減らそう
⑸　供給
考え方 　価格によ

って，需要
量と供給量
は，変化する。

4 ⑴　Ａ　均
きん

衡
こう

価格（自由価格，市場価格）
Ｂ　供給　　Ｃ　寡

か

占
せん

価格　　
Ｄ　公共料金
⑵　希少性が低い。
考え方 ⑴　Ｃ１社が独自に決める価格が独

占価格。

数量
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まとまとめのドリル P.186, 187

1 ⑴　市場経済　　⑵　生産者
⑶　為

か わ せ

替相
そう

場
ば

　　⑷　利子
考え方 ⑴　生産者や流通業者，消費者が市

場を通して生産・流通・消費を行い，
市場における需

じゅ

要
よう

と供給によって商
品の価格や種類，量や質が決められ
ていく仕組みを市場経済という。　
⑵　生産費に利

り

潤
じゅん

を加えた価格は生
産者価格。生産者価格に諸経費と利
潤を加えたのが卸

おろし

売
うり

価格。卸売価格
に諸経費と利潤を加えたものが小売
価格。この違いをしっかり整理しよ
う。
⑷　企業が銀行からお金を借りる場
合，集めた資金をどの企業に貸すの
かを決めるのは仲立ちをする銀行で
ある。これを間接金融という。銀行
は企業などに貸し付けを行って利益
を得ている。

2 ⑴　エ
⑵　ａ　ウ　　ｂ　イ
考え方 ⑴ エ株主は資金で株式を購

こう

入
にゅう

し，
配当を得る。したがって株式も配当
も企業から家計へ向かう②の矢印を
示す。
⑵ ａ社会保障などの公共サービス
を受けるのは家計である。
ｂ税金は家計や企業が国や地方公共
団体に納める。

金
きん
融
ゆう
のはたらき P.184, 185

1 ⑴　銀行　　⑵　預金利子率
⑶　貸し付け利子率
⑷　預金通貨
考え方 ⑴　代表的な金融機関である。

2 ⑴　中央銀行　　⑵　発券銀行　　
⑶　銀行の銀行　　⑷　政府の銀行
考え方 　日本銀行は，政府と銀行とのみ取

り引きを行い，家計や一
いっ

般
ぱん

の企業と
は取り引きを行わない。

3 ①　円高　　②　有利　　③　不利
④　円安　　⑤　有利
考え方 ①　円の価値が上がるので円高とな

る。円の数値が下がるので円安とし
ないこと。

4 ⑴　日本銀行券
⑵　管理通貨制度　　⑶　発券銀行
⑷　銀行の銀行　　⑸　預金通貨
考え方 ⑵　国が日本銀行券の発行額を，経

済全体のようすを見ながら決める制
度。

▲銀行のはたらき
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3 ⑴　ア　　⑵　ウ　　⑶　公共料金
考え方 ⑴ 需

じゅ

要
よう

量と供給量によって価格が
決まる。逆に価格は需要量と供給量
を調節する。　　　　　

⑶　国や地方公共団体が決定・認可
する料金→鉄道・バスの運賃・電
気・ガス料金・公営水道料金，公衆
浴場入浴料など。

4 ①　日本銀行券　　②　銀行
③　政府
考え方 　日本銀行は日本の中央銀行で，金

きん

融
ゆう

で大きな役割を果たしている。日
本銀行の役割をしっかり整理してお
こう。

▲需要と供給による価格の変化

価
格

数量Q0

P Pは需要量と
供給量が一致
する価格

いっ ち

供
給

曲
線

曲
線

要
需

曲曲曲

0 0需要量 供給量

価
格

価
格 供

給
曲
線線線

線

要
需
価格が高いと
　　需要量は少ない
　

価格が高いと
供給量は多くなる
　

価格が低いと
　需要量は
　　多くなる

価格が低いと
供給量は
少ない

▲日本銀行の役割

14 政府の経済活動

スタートドリル P.190, 191

1 ⑴　財政　　⑵　公共サービス
⑶　直接税　　⑷　国

こく

債
さい

⑸　累
るい

進
しん

課税
考え方 ⑶　間接税は，税金を納める人と実

際に税金を負担する人が異なる。
⑷　地方が発行するものが地方債。
⑸　累進課税は税負担の公平をはか
るために行われている。公共投資と
は道路・港

こう

湾
わん

・公園・学校などのよ
うな公共的な社会施

し

設
せつ

を整えるため
に国などが資金を投入すること。

2 ⑴　景気変動
⑵　インフレーション
⑶　デフレーション
⑷　金融政策
⑸　財政政策
考え方 ⑴　資本主義経済は景気変動をくり

返しながら発達してきた。
⑷⑸　経済の安定をはかるために，
政府が行う政策が財政政策。日本銀
行が行うのが金融政策。日本銀行が
行う公開市場操作とは，日本銀行が
有価証券（国債など）の売買によって
通貨量の調整を行うこと。

3 ⑴　あ　国債費　　
い　地方交付税交付金など
う　公共事業関係費
⑵　防衛関係費
⑶　社会保障関係費
考え方 ⑴⑶　社会保障関係費の占

し

める割合
が増えている。

4 Ａ　好景気　　Ｂ　景気の後退
Ｃ　不景気　　Ｄ　景気の回復

0032-0051_1_公民編(経済)KKp32-51_cc19.indd   430032-0051_1_公民編(経済)KKp32-51_cc19.indd   43 2021/04/22   11:282021/04/22   11:28



44

財政収入と税金 P.194, 195

1 ⑴　直接税　　⑵　間接税
⑶　消費税　　⑷　公債
⑸　消費者
考え方 ⑷　政府が，税金による収入をこえ

て多額の資金を必要とするときの借
金である。　　　　

2 ⑴　累
るい

進
しん

課税
⑵　①　所得税　　②　法人税
③　相続税　　
考え方 ⑴　所得を再分配し，平均化をはか

る役割も果たす。

3 ⑴　Ａ　国税で直接税
Ｂ　地方税で間接税
Ｃ　国税で間接税
⑵　所得税，相続税
考え方 ⑴　地方税の直接税には，都道府県

民税，事業税，自動車税，市町村民
税（特別区民税），固定資産税がある。

4 ⑴　租税　　⑵　所得税
⑶　ウ
考え方 ⑴　国や地方公共団体の発行する借

金の証書を公債という。国が発行す
るものが国債，地方公共団体が発行
するものが地方債である。
⑵　国の租税収入で最も多いのは所
得税であるが，所得税や法人税が増
えないことから，消費税やたばこ税，
酒税などの間接税を引き上げる方策
がとられる。
⑶　イ消費税には累進課税はとられ
ていない。累進課税が行われている
のは所得税や相続税などである。

財政のはたらき P.192, 193

1 ⑴　公共サービス　　⑵　財政
⑶　財政投

とう

融
ゆう

資
し

考え方 ⑵　政府の経済活動のこと。

2 ⑴　税金　　⑵　企
き

業
ぎょう

⑶　予算　　⑷　公共サービス
⑸　所得の再分配
考え方 ⑴　国民の三大義務の一つである。

納税の義務に基づいている。
⑵　商品の生産と流通をになう経済
主体である。
⑷　わたしたちの生活には必要であ
っても，利

り

潤
じゅん

をほとんど生まないた
めに，企業では生産されないサービ
スである。
⑸　社会保障費の支給などで，所得
の少ない人を援

えん

助
じょ

して，所得の不平
等を小さくしている。

　

3 ⑴　国　　
⑵　①　文教および科学振

しん

興
こう

費
②　公共事業関係費
③　社会保障関係費

4 ⑴　一
いっ

般
ぱん

会計　　⑵　特別会計
⑶　復興
考え方 ⑴　一般会計予算の歳

さい

入
にゅう

は租
そ

税
ぜい

が多
い反面，石油危機以降，公

こう

債
さい

に依
い

存
ぞん

する割合も高まった。
⑵　特別会計予算は，特定の事業を
行うために設置される。財政投融資
や復興予算などがこれにあたる。
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景気変動と財政政策 P.196, 197

1 ⑴　景気調整政策　　⑵　減税
⑶　金

きん

融
ゆう

政策
考え方 ⑴　政府は財政支出や財政投融資の

増減を行い，経済活動を刺
し

激
げき

したり，
おさえたりする。
⑶　経済を安定させるための日本銀
行の政策を金融政策という。政府の
行う政策を財政政策という。

2 ⑴　Ａ　好景気　　Ｂ　景気の後退
Ｃ　不景気　　Ｄ　景気の回復
⑵　恐

きょう

慌
こう

考え方 ⑴　好景気と不景気が交
こう

互
ご

にくり返
されることを，景気変動という。資
本主義経済は，景気変動をくり返し
ながら発展してきた。
⑵　1929年，ウォール街の株式市場
の大暴落をきっかけにおこった世界
恐慌が一つの引き金となり，世界は
第二次世界大戦に進んでいったと考
えられている。

3 ⑴　インフレーション（インフレ）
⑵　①　好景気のとき
②　不景気のとき
考え方 ⑴　インフレーションの逆の現象が，

デフレーションである。

4 Ａ　増加　　Ｂ　減税
Ｃ　減少　　Ｄ　増税
考え方 　不景気のときは，景気の回復策と

して財政支出を増やし，購
こう

買
ばい

力を高
めるために減税を行う。景気が行き
過ぎたときは，上記の逆の政策を実

じっ

施
し

する。

まとまとめのドリル P.198, 199

1 ⑴　①　直接　　②　間接
⑵　消費税
⑶　①　法人税　　②　所得税
③　相続税
⑷　累

るい

進
しん

課税
考え方 ⑴ ①税金を負担する人と納税する

人が同じである税金。
②税金を負担する人と納税する人が
違
ちが

う税金。
⑶ ①会社などの法人にかけられる
税金。
②個人の収入にかけられる税金。
③相続税も累進課税である。
⑷　高額所得者になるほど高い税率
をかける課税方法。

2 ⑴　ウ
⑵　ウ
考え方 ⑴ Ｘの時期は好景気の時期である。

この時期は，消費が活発になり，商
品の売れ行きもよくなる。アの「失
業者が増えてくる」，イの「デフレー
ションがおこる」は，不景気のとき
の現象である。
⑵ Ｙの時期は不景気のときである。
好景気のときと逆に，消費と生産が
減少する。好景気のときと不景気の
ときの現象を整理しておくことが大
切である。

こ よう

じょうしょう

▲好景気と不景気のときの現象
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15 国民生活と福
ふく
祉
し

スタートドリル P.202, 203

1 ⑴　生存権　　　⑵　少子高
こう

齢
れい

化
⑶　介

かい

護
ご

保険　　⑷　共助
⑸　リデュース
考え方 ⑴　日本国憲法の第25条にある。

日本国憲法　第25条
①　すべて国民は，健康で文化

的な最低限度の生活を営む権
利を有する。　

②　国は，すべての生活部面に
ついて，社会福

ふく

祉
し

，社会保障
及
およ

び公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない。

⑸　リユースは，再使用の意味で，
ビンを回収し，洗ってまた利用する
ことなどを指す。

2 ⑴　社会福祉　　⑵　公的扶
ふ

助
じょ

⑶　社会保険　　⑷　公衆衛生
⑸　医

い

療
りょう

保険
考え方 ⑴　社会保険には医療保険，介護保

険，年金保険，雇
こ

用
よう

保険，労災保険
がある。

3 ⑴　増えている　　⑵　年金
⑶　年金
考え方 　社会保障給付費とは社会保障によ

り給付された総費用である。

4 ⑴　Ａ　新潟水
みな

俣
また

病　　
Ｂ　イタイイタイ病　　
Ｃ　四

よっ

日
か

市
いち

ぜんそく　　Ｄ　水俣病
⑵　四大公害（病）
考え方 ⑴　四日市ぜんそくは大気汚

お

染
せん

。他
の三つは，工場や鉱山から流れ出た
廃
はい

水
すい

による水質汚
お

濁
だく

が原因である。
　　

3 ⑴　㋐　財政　　㋑　公共
㋒　増や　　㋓　増税
⑵　再分配
⑶　ⓐ　金

きん

融
ゆう

　　ⓑ　国
こく

債
さい

⑷　公開市場操作
考え方 ⑴　経済の安定をはかることが政府

の経済活動の最も重要な仕事である。
不景気のときには公共事業などの財
政支出を増やして，資金が市場にま
わるようにしたり，消費を活発にす
るために減税を行ったりする。
　かつては公共事業による景気対策
が効力を発揮していたが，近年は，
その効果がうまく機能していないと
いう意見もある。
　かつての日本銀行の金融政策は公
定歩合という金利の上げ下げがおも
であったが，現在は公開市場操作が
中心となっている。

公開市場操作
●景気をおさえるとき

日本銀行が手持ちの国債など
の有価証券を一

いっ

般
ぱん

の金融機関
に売り，金融機関から通貨を
吸い上げ，通貨量を減らす。
→売りオペレーションという。

●景気を活発にするとき
日本銀行が一般の金融機関か
ら有価証券を買い，金融機関
に通貨を流して通貨量を増や
す。→買いオペレーションと
いう。
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社会保障の仕組み P.204, 205

1 ⑴　生存権　　⑵　公的扶
ふ

助
じょ

⑶　社会保険　　⑷　社会福
ふく

祉
し

考え方 ⑴　健康で文化的な最低限度の生活
を営む権利。社会権に含

ふく

まれる。

2 ⑴　国民健康保険　　⑵　厚生年金
⑶　国民年金　　⑷　健康保険　　
⑸　雇

こ

用
よう

保険
考え方 　労災保険は，勤労者が仕事が原因

で病気やけがをしたときのものであ
る。

3 ⑴　社会保障制度
⑵　Ａ　生存　　Ｂ　公的扶助
Ｃ　社会保険　　Ｄ　社会福祉
Ｅ　公衆衛生
考え方 ⑴　日本の社会保障制度は，公的扶

助，社会保険，社会福祉，公衆衛生
の四つの柱からなっている。

4 ⑴　医
い

療
りょう

保険　　⑵　年金保険
⑶　労災保険（労働者災害補

ほ

償
しょう

保険）
⑷　雇用保険
考え方 　日本の社会保障制度の中心である

社会保険は，年金保険，医療保険，
雇用保険，労災保険，介

かい

護
ご

保険の五
つからなっている。

▲社会保険

少子高
こう
齢
れい
化
か
と財政 P.206, 207

1 ⑴　平均寿
じゅ

命
みょう

の長さ　　⑵　増えていく
⑶　介護　　⑷　支

し

援
えん

　　⑸　年金
考え方 ⑴　日本人の平均寿命が女性は87.45

歳，男性は81.41歳である（2019年）。
⑵　65歳以上の人口を老年人口（老

ろう

齢
れい

人口）という。
⑶　2000年 4 月からスタートした介
護保険制度は，介護が必要になった
ときは，在宅介護や施

し

設
せつ

介護などを
受けられる。

2 ⑴　介護　　⑵　高齢者
⑶　地方公共団体
考え方 　いろいろな介護サービスがある。

3 ⑴　 4 　　⑵　少子高齢　　
⑶　出生率　　⑷　増大　　
⑸　大きく
考え方 ⑶　出生率の低下で，生産年齢の人

口が減少するので，老年人口が増え
ると，働き手一人あたりの社会保障
費の負担は大きくなる。

4 ⑴　介護保険制度　　　
⑵　後期高齢者医療制度
⑶　年金保険，医療保険，介護保険の中
から ２ つ
考え方 ⑴　介護保険は満40歳以上の人が加

入し，介護が必要と認定された人が，
必要に応じて介護が受けられる制度。

地域密着型地域密着型
サービスサービス

▲介護サービス
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まとまとめのドリル P.210, 211

1 ⑴　①　年金　　②　イ
⑵　年金
⑶　Ａ　医

い

療
りょう

　　Ｂ　年金　　
Ｃ　健康保険（共済組合保険）
Ｄ　厚生年金（保険）
Ｅ　雇

こ

用
よう

保険
⑷　ア
考え方 ⑶　社会保険は，日本の社会保障制

度の中心で，医療・年金・労災・雇
用・介

かい

護
ご

の五つの柱から成り立つ。

2 ⑴　Ａ　リデュース　　Ｂ　リユース
⑵　①　四日市ぜんそく
②　イタイイタイ病　　③　水俣病
考え方 ⑴　2015年，国連で採択された持続

可能な開発目標（ＳＤＧｓ）にも関わ
る大切な取り組みである。

▲公害の種類

公害問題と環境保全 P.208, 209

1 ⑴　水質汚
お

濁
だく

　　⑵　水
みな

俣
また

病
⑶　四

よっ

日
か

市
いち

ぜんそく　　⑷　環境省
考え方 ⑴ 土

ど

壌
じょう

汚
お

染
せん

は，有害な物質により，
土が汚染されることである。乾

かん

電
でん

池
ち

の水銀による汚染などもある。

2 ⑴　環境基本法　　⑵　エシカル消費
⑶　リデュース　　
⑷　リサイクル
考え方 ⑴　公害対策基本法から発展した法

律。環境保全について，国・地方公
共団体・企

き

業
ぎょう

・国民の責務を明らか
にし，公害防止と，生活環境の保全
の基本的な方向を示している。
⑵　例えば，フェアトレードのマー
クのついた商品を買うなどがあげら
れる。
⑶⑷　リデュース・リユース・リサ
イクルの３Ｒ

アール

の違
ちが

いと，具体的な取
り組みを整理しよう。

3 ⑴　ＧＤＰ
⑵　循

じゅん

環
かん

型
がた

社会
考え方 ⑴　ＧＤＰは国内総生産のこと。そ

の国の生産活動で作り出された財や
サービスの付加価値を指す。

4 ⑴　①　Ａ　新潟（第二）水俣病　　
Ｂ　イタイイタイ病
②　Ｃ　大気汚染　　Ｄ　水質汚濁
⑵　環境省
考え方 ⑴ ①Ａは阿

あ

賀
が

野
の

川で水銀中毒。第
二水俣病ともいう。原因は水俣病と
同じく，工場廃

はい

水
すい

に含
ふく

まれていたメ
チル水銀である。
②Ｃは四日市ぜんそくの発生地。Ｄ
は水俣病の発生地である。
⑵　国は1971年に環境庁を設置し，
2001年に環境省とした。
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定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.212, 213

１１ ⑴　Ａ　労働（力）　　Ｂ　賃金
⑵　均

きん

衡
こう

価格（自由価格，市場価格）
⑶　ア
⑷　累

るい

進
しん

課税
⑸　①　Ａ　中央　　Ｂ　発券　　
Ｃ　政府
②　管理通貨制度
考え方 ⑴ Ａ，Ｂ　家計は政府や企

き

業
ぎょう

に労
働力を提供して，収入を得ている。
⑶　法人税，相続税，所得税は直接
税である。
⑷　課税対象の金額が多くなるほど
税率が高くなる制度。
⑸ ②国または中央銀行（日本銀行）
が経済全体のようすをみて，日本銀
行券（紙

し

幣
へい

）の発行量を調節する制度。

22 ⑴　Ａ　好景気（好
こう

況
きょう

）　
Ｂ　不景気（不況）
⑵　ア
⑶　景気変動（景気循

じゅん

環
かん

）
⑷　（例）企業の生産は縮小し，倒

とう

産
さん

や失
業者が増える。
考え方 ⑶　好況と不況が交

こう

互
ご

にくり返され
ること。

33 ⑴　少子高
こう

齢
れい

化
⑵　①　国民健康保険
②　厚生年金（保険）　　③　雇

こ

用
よう

保険
⑶　介

かい

護
ご

保険制度
考え方 　65歳

さい

以上の人口を老年（老齢）人口
という。老年人口が14％をこえる社
会を高齢社会という。21％をこえる
社会を超高齢社会という。

16 国家と国際社会

スタートドリル P.216, 217

1 ⑴　排
はい

他
た

的
てき

経済水域　　⑵　国際法
⑶　北方領土　　⑷　キリスト教
⑸　イスラム教
考え方 ⑵　国際法とは国際社会の平和と秩

ちつ

序
じょ

を維
い

持
じ

するための法律。オランダ
の法学者グロティウスが提唱。「国際
法の父」とよばれる。憲法は国の根
本の法律をいう。
⑶ 尖

せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

は日本固有の領土だが，
近年，中国や台

たい

湾
わん

が領有権を主張し
ている。
⑸　イスラム教の礼拝堂をモスクと
呼ぶ。

2 ⑴　内政不
ふ

干
かん

渉
しょう

　　⑵　主権平等　
⑶　主権国家　　⑷　公海自由
⑸　人間の安全保障
考え方 ⑴⑵⑷　国際社会の原則として「主

権平等」「内政不干渉」「公海自由」の
三つの原則がある。

　　　　⑶　主権国家とは他国から支配や干
渉を受けない国家のことである。

3 ①　イスラム　　②　Ｕ
ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ
③　世界遺産条約　　④　人間
考え方 ②　Ｕ

ユ ニ セ フ

ＮＩＣＥＦ（国連児童基金）と
区別すること。

4 ⑴　Ａ　北方領土　　Ｂ　竹
たけ

島
しま

　　
Ｃ　尖閣諸島
⑵　排他的経済水域
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世界の多様性 P.220, 221

1 ⑴　ユネスコ　　⑵　自然遺産
⑶　キリスト教
考え方 ⑴　ユネスコは教育・科学・文化面

での国際協力の促
そく

進
しん

をしている。
⑵　小

お

笠
がさ

原
わら

諸島は2011年に世界遺産
に登録された。

2 ⑴　①　人類共通　　②　権利
⑵　①　バーミアン　　
②　言語
考え方 ⑵　①世界を代表する仏教遺

い

跡
せき

。宗
教の違

ちが

いから破
は

壊
かい

された，現在，ユ
ネスコを中心に復元が進められてる。

　

3 ⑴　①　キリスト教
②　イスラム教　　③　仏教
⑵　①　地域　　②　テロ
考え方 ⑴　世界の三大宗教とはキリスト教，

イスラム教，仏教である。このこと
はしっかりと覚えておくこと。
⑵　②正しくはテロリズムという。

4 ⑴　文化の多様性に関する世界宣言
⑵　文化の画一化

主権国家 P.218, 219

1 ⑴　主権　　⑵　1２海里
⑶　２00海里　　⑷　条約
考え方 ⑴　三領域とは，領土・領海・領空

のこと。
⑵　かつては 3 海里としていたが，
1982年の国連海洋法会議で12海里以
内とされた。

2 ⑴　①　北方領土　　②　国
くな

後
しり

島
とう

⑵　韓
かん

国
こく

⑶　内政
考え方 ⑴　②1945年 8 月 8 日，ソ連は日ソ

中立条約に違反して日本に宣戦した。
９月初

しょ

旬
じゅん

に北方領土を占
せん

領
りょう

して以降，
国がロシアに変わったあとも不法な
占
せん

拠
きょ

が続いている。
⑶　他国の内政に干

かん

渉
しょう

しないという
原則。ただし，基本的人権が尊重さ
れないときは，他国から批判される。
南アフリカ共和国のアパルトヘイト

（人種差別・人種隔
かく

離
り

の政策と制度
をさす）がその例である。

3 ⑴　①　Ａ　　②　Ｂ
⑵　内政不干渉，主権平等
考え方 ⑴　①第二次世界大戦まで，東南ア

ジア，南アジアとアフリカの多くの
国が植民地であった。
⑵　主権平等の原則は，各国の主権
は領土や人口の大小などに関わらず
すべて平等にあつかわれ，対等である。

4 ⑴　Ａ　領土　　Ｂ　領海　　Ｃ　領空
⑵　公海自由
⑶　国際慣習法
考え方 ⑵　図のＤは公海である。公海上で

の船の航行は自由にできる。
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まとまとめのドリル P.222, 223

1 ⑴　国民
⑵　Ａ　領土　　Ｂ　領海　　Ｃ　領空
⑶　12　　⑷　排

はい

他
た

的
てき

経済，200
⑸　公海自由
⑹　ⓒ　内政不

ふ

干
かん

渉
しょう

（の原則）　　
ⓓ　主権平等（の原則）
⑺　国際法
⑻　国旗…日章旗（日の丸）　　
国歌…君が代
考え方 ⑵ Ａ主権がおよぶ陸地をいう。Ｂ

海岸より12海里以内の範
はん

囲
い

の海。Ｃ
領土と領海の上空。
⑹ ⓒ他国の内政に干渉しないとい
う原則。　

2 ⑴　①　ア　　②　ウ
⑵　世界遺産（世界文化遺産）
⑶　ユネスコ
⑷　画一
考え方 アは法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

。五重の塔
とう

が見える。
イはイスファハンのイマームモスク。
モスク独特の屋根の形が見える。ウ
はサン・ピエトロ大聖堂である。

ロシア

中国

50°

45°

40°

35°

30°

25°

20°

125°120° 130° 135° 140°

145° 150° 155°

日本の200海里経済水域

北朝鮮

韓国

オホーツク海

日 本 海
太 平 洋

東
シ
ナ
海

0 1000km

▲日本の排他的経済水域

17 国際政治の仕組みと動き

スタートドリル P.226, 227

1 ⑴　大西洋憲章　　⑵　国際連合憲章
⑶　ニューヨーク　　⑷　ユーロ
⑸　Ｆ

エフ

Ｔ
ティー

Ａ
エイ

考え方 ⑴⑵　大西洋憲章はアメリカとイギ
リスの首脳会談で発表され，1942年
にワシントンで行われた連合国共同
宣言で合意された。そして1945年サ
ンフランシスコ会議で，国際連合憲
章に調印して国際連合が誕生した。

　　　　⑸ Ｅ
イー

Ｐ
ピー

Ａ
エイ

はＦＴＡを発展させたも
ので，ＦＴＡは関税を撤

てっ

廃
ぱい

する協定
であるのに対して，ＥＰＡは投資や
人の移動，技術協力などを含

ふく

む。

2 ⑴　総会　　⑵　安全保障理事会
⑶　経済社会理事会　　⑷　ユネスコ
⑸　ユニセフ

3 ⑴　1945年　　　⑵　アフリカ
⑶　アフリカ

4 Ａ…ＥＵ（イーユー）　　
Ｂ…ＡＰＥＣ（エイペック）
Ｃ…ＡＳＥＡＮ（アセアン）
Ｄ…ＮＡＦＴＡ（ナフタ）
考え方 Ａ　ＥＵは共通通貨ユーロを発行し

ている。
　　　　Ｂ　ＡＰＥＣは太平洋を中心とした

国と地域の経済協力を進めている。
　　　　Ｃ　ＡＳＥＡＮは東南アジアの国々

が加盟し，政治・経済の地域的協力
を行っている。

　　　　Ｄ　ＮＡＦＴＡはアメリカ合衆国，
カナダ，メキシコが加盟，2020年，
ＵＳＭＣＡ（新ＮＡＦＴＡ）として改
めて結成。
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国際連合の仕組み P.228, 229

1 ⑴　ドイツ　　⑵　イギリス
⑶　連合国　　⑷　ニューヨーク
考え方 ⑴　ファシズムはイタリアのムッソ

リーニの政治運動とその理論から出
た語句。日本の軍国主義に対しても
用いられた。
⑵　当時の首相はチャーチル。

2 ⑴　国際連合　　⑵　190
⑶　総会　　⑷　安全保障
⑸　経済社会
考え方 ⑴　本部は，アメリカ合衆国最大の

都市におかれている。
　　　　⑶　国連の最高機関で，毎年 9月に

開かれる。
　　　　⑸　多くの専門機関をもつ理事会。

3 ⑴　ウィルソン
⑵　Ａ　国際連盟　　Ｂ　大西洋憲章	 	
Ｃ　国際連合憲章
考え方 ⑴　アメリカ合衆国の大統領。

　　　　⑵　Ａこの組織にはアメリカ合衆国
は参加しなかった。　

　　　　Ｃ国連の組織と活動の基本原則を定
めたもの。

4 ⑴　Ａ　経済社会理事会
Ｂ　信

しん

託
たく

統
とう

治
ち

理事会
⑵　①　15　　②　ロシア（連

れん

邦
ぽう

）
③　拒

きょ

否
ひ

権
けん

考え方 ⑴　Ｂ五大国が理事国となり，信託
統治下におかれた地域の施

し

政
せい

の監
かん

督
とく

にあたる。1994年パラオが独立して，
その役割は終わった。

　　　　⑵　③五大国が持つ特権。五大国の
うち 1か国でも反対すると，決定で
きない。

国際連合のはたらき P.230, 231

1 ⑴　平和　　⑵　190
⑶　安全保障理事会　　⑷　Ｐ

ピー

Ｋ
ケー

Ｏ
オー

考え方 ⑵　次のグラフが地域別の国連加盟
国の割合である。

　　　　⑷　国際連合の平和維
い

持
じ

活動。日本
も，1992年に自衛隊などがカンボジ
アに派

は

遣
けん

されている。

2 ⑴　経済社会　　⑵　難民
⑶　発展途

と

上
じょう

国　　⑷　資源
考え方 ⑵　戦争の迫

はく

害
がい

などを避
さ

けて国外に
逃
のが

れた人々をいう。

3 ⑴　総会　　⑵　 5，拒否権
⑶　決定… 9か国　略

りゃく

称
しょう

…ＰＫＯ
考え方 ⑵　重要事

じ

項
こう

の決議は，すべての常
任理事国を含

ふく

む 9 か国以上の賛成が
必要である。

4 ⑴　経済社会理事会
⑵　Ｂ　Ｉ

アイ

Ｌ
エル

Ｏ
オー

　　Ｃ　Ｕ
ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ
Ｄ　Ｗ

ダブリュ

Ｈ
エイチ

Ｏ
オー

考え方 ⑴　総会で選出された54か国で構成。
任期は 3年で，毎年 3分の 1が改選。

計
193か国
2019 年

オセアニア

7.3
％

南北
アメリカ
    18.1

ヨーロッパ
・旧ソ連
26.4

アジア
20.2

アフリカ
28.0

（国際連合調べ）

▲地域別国連加盟の割合
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まとまとめのドリル P.234, 235

1 ⑴　Ａ　総会　　Ｂ　経済社会
Ｃ　信

しん

託
たく

統治
⑵　①　Ｕ

ユ ネ ス コ

ＮＥＳＣＯ
②　Ｕ

ユ ニ セ フ

ＮＩＣＥＦ
⑶　①　拒

きょ

否
ひ

権
けん

　　②　フランス
③　 9
考え方 ⑴ Ａ国連の中心的機関である。全

加盟国で構成される。
　　　　⑵ ①②それぞれを混同しないよう

に。

ユニセフの活動
身近なとりくみとして，多くの
学校でとりくまれているユニセ
フ募

ぼ

金
きん

がある。ユニセフはこの
募金などで集めたお金で，自然
災害や感

かん

染
せん

症
しょう

，戦争などで被
ひ

害
がい

を受けた地域や発展途
と

上
じょう

国など
で，子どもたちに予防接種をし
たり，読み書きを教えたりして
いる。

2 ⑴　国境
⑵　①　Ａ　ヨーロッパ連合
Ｂ　東南アジア諸国連合　　②　ユーロ
⑶　略称　ＡＰＥＣ　　記号　ウ
⑷　ＦＴＡ
考え方 ⑵ ②ＥＵ（ヨーロッパ連合）の共通

通貨。

▲国際連合の本部（ニューヨーク）

地域主義（地域統合）の動き P.232, 233

1 ⑴　Ｅ
イー

Ｕ
ユー

　　⑵　Ｎ
ナ フ タ

ＡＦＴＡ
⑶　Ａ

ア セ ア ン

ＳＥＡＮ　　⑷　Ａ
エイ

Ｐ
ペ ッ ク

ＥＣ
考え方 ⑴　2002年から通貨ユーロが流通。

2007年にルーマニアとブルガリア，
2013年にクロアチアが加盟し，現地
の日付で2020年１月31日にイギリス
が離

り

脱
だつ

したため，2020年８月現在の
加盟国は27か国。

2 ⑴　ヨーロッパ連合
⑵　関税
⑶　ユーロ
考え方 ＥＵはヒト，モノ，サービス，資

本の移動を自由にして経済の結びつ
きを深め，将来には政治的にもひと
つの国としてまとまろうとしている。

3 ⑴　Ａ　ＥＵ　　Ｂ　ＡＳＥＡＮ
⑵　メキシコ
⑶　ＡＰＥＣ
考え方 ⑴ Ｂ加盟国10か国

　　　　⑶ ＡＳＥＡＮ10に日本，アメリカ，
カナダ，韓

かん

国
こく

，中国，台
たい

湾
わん

，ホンコ
ンなど21か国・地域が加盟。

4 ⑴　Ｆ
エフ

Ｔ
ティー

Ａ
エイ

（自由貿易協定）
⑵　ＡＰＥＣ
⑶　東ヨーロッパの国々
考え方 ⑶　東ヨーロッパの国々は，旧ソ連

が解体したあと，西ヨーロッパと結
びつきを強めた。

ベートーベンの
交響曲第９番中
の「歓喜の歌」

こうきょうきょく

かん き

▲ＥＵ
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定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.236, 237

１１ ⑴　領土
⑵　排

はい

他
た

的
てき

経済水域
⑶　①　条約　　②　国際慣習法
③　公海自由
考え方 ⑵　日本は国土の面積はせまいが，

排他的経済水域を含
ふく

めた面積は広い。
写真は日本の南の端

はし

の沖
おき

ノ
の

鳥
とり

島
しま

であ
るが，水

すい

没
ぼつ

する危険性が出てきたた
め，まわりをコンクリートで補強し
ている。この島が水没すると日本の
排他的経済水域は大きく減る。

22 ⑴　Ａ　Ａ
ア セ ア ン

ＳＥＡＮ　　Ｂ　Ａ
エイ

Ｐ
ペ ッ ク

ＥＣ
⑵　①　Ｅ

イー

Ｕ
ユー

　　②　ユーロ　　③　イ
考え方 Ｃはヨーロッパの地域にあるので

ヨーロッパ連合である。

33 ⑴　①　総会
②　（五）大国一

いっ

致
ち

の原則　　
③　 9か国以上
⑵　①　小

お

笠
がさ

原
わら

諸島
②　ユネスコ
考え方 ⑵　①法

ほう

隆
りゅう

寺
じ

，姫
ひめ

路
じ

城
じょう

は文化遺産と
して世界遺産に登録されている。種

た

子
ねが

島と伊
い

豆
ず

半島は世界遺産には登録
されていない。

　　　　②国連の専門機関で，教育や文化の
面から世界平和に貢

こう

献
けん

する活動をし
ているのはユネスコである。

18 世界平和のために

スタートドリル P.240, 241

1 ①　ニューヨーク　　②　ベトナム
③　パレスチナ
考え方 ③　1948年に，ユダヤ人が先住のパ

レスチナ（アラブ）人を追い出してイ
スラエルを建国した。以後，パレス
チナ人を支持するエジプトなどのア
ラブ諸国（イスラム教の国）とイスラ
エル（ユダヤ教の国）との間で， 4回
もの戦争がおこっている。

2 ⑴　ベトナム戦争
⑵　テロリズム
⑶　地

じ

雷
らい

⑷　難民
⑸　Ｕ

ユー

Ｎ
エヌ

Ｈ
エイチ

Ｃ
シー

Ｒ
アール

⑹　軍縮

3 ⑴　アジア・オセアニア
⑵　①　アジア　　②　アジア
③　アフリカ　　④　アジア
考え方 難民とは，人権・政治的な差別や

迫
はく

害
がい

を避
さ

け，または戦争などの難を
逃
のが

れるために国外に避
ひ

難
なん

する人々を
いう。

4 ⑴　1989年　　⑵　 2年後
⑶　①　部分的核

かく

実験禁止条約
②　核拡散防止条約
③　包

ほう

括
かつ

的
てき

核実験禁止条約
考え方 1989年地中海にあるマルタで，ア

メリカのブッシュ大統領とソ連のゴ
ルバチョフが会談を行い，冷戦の終
結を宣言した。
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軍縮の動き P244, 245

1 ⑴　部分的核
かく

実験禁止条約
⑵　核拡散防止条約
⑶　中

ちゅう

距
きょ

離
り

核戦力全
ぜん

廃
ぱい

条約
考え方 　核軍縮への動きは，米ソが冷戦終

結へ向かう中で始まった。

年 できごと

1963
1968
1975
1978

1979
1982
1987
1988
1989
1991
1996
2009
2010
2017

部分的核実験禁止条約調印
核拡散防止条約調印
ベトナムでの戦

せん

闘
とう

が終わる
第 1回国連軍縮特別総会
日中平和友好条約調印
第二次戦略兵器制限条約
第 2回国連軍縮特別総会
中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約調印
第 3回国連軍縮特別総会
米ソ首脳会談（マルタ会談）
戦略兵器削

さく

減
げん

条約調印
包
ほう

括
かつ

的
てき

核実験禁止条約調印
安保理で「核なき世界」決議を採択
米ロ，新戦略兵器削減条約調印
国連，核兵器禁止条約採択

2 ①　地
じ

雷
らい

　　②　対人地雷全面禁止条約
③　Ｎ

エヌ

G
ジー

Ｏ
オー

考え方 ②　オタワ条約とも呼ばれる。1997
年に結ばれ，1999年に発効した。

3 ⑴　ベルリン
⑵　①　包括的核実験禁止条約
②　戦略兵器削減条約
⑶　インド

4 ①　核
　　②　先進工業国

③　発展途
と

上
じょう

国

▲核軍縮の動き

絶えない地域紛
ふん
争
そう

 P.242, 243

1 ⑴　ベトナム　　⑵民族
⑶　テロリズム
考え方 ⑵　国内の民族対立，宗教対立，独

立戦争なと，冷戦終結後も紛争は続
いている。

冷戦終結後のおもな地域紛争
ルワンダ内戦（1990〜94年）
湾
わん

岸
がん

戦争（1990〜91年）
スロベニア内戦（1991年）
クロアチア内戦（1991〜95年）
ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争

（1992〜95年）
タジキスタン紛争（1992〜97年）
イエメン内戦（1994年）
ロシア・チェチェン紛争

（1994〜96年，1999〜）
コンゴ民主共和国内戦

（1996〜2003年）
アンゴラ内戦

（1975〜91，98〜2002年）
コソボ紛争（1998〜99年）
スーダン・ダルフール紛争
� （2003年〜）

2 ⑴　難民
⑵　国連難民高等弁務官事務所
⑶　貧困を解消する
考え方 ⑴　近年では，貧困から逃

のが

れるため
に国を脱

だっ

出
しゅつ

するケースも増えている。

3 ⑴　①　アメリカ　　②　北ベトナム
⑵　①　ニューヨーク　　②　テロ
③　アフガニスタン
⑶　Ｃ　ルワンダ　　Ｄ　ソマリア
⑷　協調
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まとまとめのドリル P.246, 247

1 ⑴　Ａ　朝
ちょう

鮮
せん

戦争	 Ｂ　ベトナム戦争
⑵　①　ルワンダ内戦
②　ユーゴスラビア紛

ふん

争
そう

考え方 ⑴ Ａ1950年に北朝鮮と韓
かん

国
こく

との間
でおこった戦争。アメリカと中国が
それぞれの国を支

し

援
えん

した。1953年に
北
ほく

緯
い

38度線をはさんで非武装地帯を
設定することで，朝鮮休戦協定が成
立して終わった。

　　　　⑵ ①1990年から1994年 7 月まで続
いた内戦。フツ族中心の政府軍とツ
チ族中心の反政府組織との内戦。
1994年 4 月〜 7月の大

だい

虐
ぎゃく

殺
さつ

では，約
100日間で80〜100万人の犠

ぎ

牲
せい

者
しゃ

が出
たといわれる。

2 ⑴　Ａ　冷戦　　Ｂ　核
かく

軍縮
⑵　核拡散防止条約
⑶　包

ほう

括
かつ

的
てき

核実験禁止条約
考え方 ⑴ Ａ第二次世界大戦後の東西両陣

じん

営
えい

の対立→戦争にならない国際緊
きん

張
ちょう

状態のこと。しかし，1985年にソ連
でゴルバチョフ政権が誕生し，1989
年に米ソ首脳がマルタで会談をもち，
冷戦終結を確認した

3 ⑴　テロリズム　　⑵　戦争
⑶　イラク，アフガニスタン
考え方 ⑴　政治的意図をもって，一

いっ

般
ぱん

市民
を巻きこむ可能性の大きい無差別の
暴力をいう。2001年以降も複数の国
を巻

ま

き込
こ

む国際テロが発生している。

4 ⑴　地
じ

雷
らい

⑵　対人地雷全面禁止条約

19さまざまな国際問題

スタートドリル P.250, 251

1 ⑴　京都　　⑵　ラムサール条約
⑶　化石燃料　　⑷　太陽光
⑸　南北問題
考え方 ⑶　石油や石炭のような，地中に堆

たい

積
せき

した動植物などが，長い年月をか
けて変成してできたもののうち，燃
料として用いられるものを化石燃料
という。
⑷　バイオマス発電とは家

か

畜
ちく

のふん
尿
にょう

や廃
はい

棄
き

物
ぶつ

を発
はっ

酵
こう

させたときに出る
メタンガスを利用する発電のこと。

2 ⑴　地球温暖化
⑵　砂

さ

漠
ばく

化
⑶　森林の減少
⑷　オゾン層の破

は

壊
かい

⑸　酸性雨
考え方 ⑴　ツバルなどでは海面の上

じょう

昇
しょう

によ
って島が水

すい

没
ぼつ

するといわれている。
　　　　⑵　アフリカのサハラ砂漠の南の縁

ふち

に広がるサヘル地帯とアラル海の進
行が早い。

　　　　⑶　アマゾン川の流域などで減少が
進行している。

　　　　⑷　南極で見られる。
　　　　⑸　ヨーロッパなどの先進工業国で

見られる。

3 ⑴　原子力発電　　⑵　火力発電
⑶　水力発電　　⑷　太陽光発電
考え方 　それぞれの発電の利点と欠点を整

理しておこう。

4 ⑴　①　中国　　②　アメリカ
⑵　 5番目
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資源・エネルギー問題 P254, 255

1 ⑴　火力　　⑵　中国
⑶　メタンハイドレート　　
⑷　太陽光・風力
考え方 ⑴　ペルシャ湾

わん

を囲む，イラン・イ
ラク・バーレーンなどの西アジア地
域は，石油埋

まい

蔵
ぞう

量
りょう

が地球全体の約50
％もあるという一帯である。

　　　　⑶⑷　新エネルギーを大別すると，
　　　　　①　太陽光（ソーラー）
　　　　　②�　風力・潮力・地熱などの自然

エネルギー
　　　　　③�　シェールガス・メタンハイド

レートなど。
　　　　　④　バイオ燃料などがある。

2 ①　原子力　　②　化石　　③　安全
考え方 ①　火力・水力に次ぐ，第三の火と

いわれているが，放射能汚
お

染
せん

や廃
はい

棄
き

物
ぶつ

処理などの安全性が問われている。

3 ⑴　太陽光発電
⑵　①　原子力発電　　②　風力発電
考え方 ⑵　②電力の供給が自然に左右され

るといわれている。

4 ⑴　脱原発　　⑵　バイオマス発電
⑶　再生可能エネルギー

▲自然エネルギーを利用した風力発電所

地球環境問題 P.252, 253

1 ⑴　地球温暖化　　⑵　酸性雨
⑶　オゾン層
考え方 ⑴　二酸化炭素などの温室効果ガス

が増加すると，地球の気温が上
じょう

昇
しょう

す
る。

　　　　⑵　硫
りゅう

酸
さん

や硝
しょう

酸
さん

の混じった強い酸性
の雨のこと。通常の雨にも大気中の
二酸化炭素により，多少の酸性がふ
くまれているが，これよりも酸性の
強い雨を酸性雨と呼んでいる。

　　　　⑶　オゾン層が破
は

壊
かい

されると，太陽
の紫

し

外
がい

線
せん

を直接浴びることになり，
皮
ひ

膚
ふ

がんが増えるといわれている。

2 ⑴　①　洪
こう

水
ずい

　　②　海面
⑵　①　ワシントン条約
②　ラムサール条約
③　世界遺産
⑶　国連環

かん

境
きょう

開発会議
考え方 ⑵　②国際湿

しっ

地
ち

条約ともいう。日本
では釧

くし

路
ろ

湿原，伊
い

豆
ず

沼
ぬま

，クッチャロ
湖などが登録されている。1993年に
釧路で会議が開かれた。

3 ①　気候変動枠
わく

組
ぐみ

　　②　二酸化炭素
③　京都議定書　　④　パリ協定
考え方 ①　二酸化炭素削

さく

減
げん

の動きを確認す
ること。

4 ⑴　地球サミット
⑵　ワシントン条約
⑶　世界遺産条約
考え方 ⑵　ワシントン条約では，絶

ぜつ

滅
めつ

の危
き

惧
ぐ

のある野生動物の国際取引を禁止
している。

　　　　⑶　人類が共有すべき世界の自然，
文化遺産が登録されている。
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貧困問題 P256, 257

1 ⑴　76　　⑵　飢
き

餓
が

　　⑶　南
⑷　南北
考え方 ⑴　世界の人口は70億人を突

とっ

破
ぱ

。人
口増加率の高いのは，東南アジア・
南アジア・アフリカなどである。低
い農業生産に加え，紛

ふん

争
そう

などで耕地
が荒れ，大量の難民をかかえ，特に
サハラ以南では飢餓が深刻である。

2 ⑴　アフリカ
⑵　①　フェアトレード　　
②　マイクロクレジット

3 ⑴　サハラ以南（の地域）
⑵　先進工業国（先進国）
考え方 ⑴　極度の貧困状態の人々はサハラ

以南のアフリカに 4億1300万人いる
といわれている。（2015年）

4 ⑴　G８　　⑵　G20
⑶　新興工業経済地域　　
⑷　Ｂ

ブ リ ッ ク ス

ＲＩＣＳ
考え方 ⑴⑵　主要国首脳会議（サミット）と

いう。Ｇ20が近年影
えい

響
きょう

力
りょく

を持つよう
になってきている。

　　　　⑷　Brazil（ブラジル），Russia（ロ
シア連

れん

邦
ぽう

），India（インド），China
（中国），South�Africa（南アフリカ）
の頭文字。

9.1
21.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1950 年 70 90 2018

億人

55.4
％

57.8
％

110.00.010.0 17.7
6.36.36.3
7.7 0.5

0.5

0.5

0.5

6.8

6.6

オセアニア
北アメリカ
ラテンアメリカ
ヨーロッパ

アフリカ

アジア
60.3
％

59.5
％

12.0
13.6
8.3

5.3 16.1

9.7
8.5
4.8

▲地域別に見た世界人口の推移

まとまとめのドリル P.258, 259

1 ⑴　①　森林（熱帯林，熱帯雨林）
②　砂

さ

漠
ばく

⑵　ⓐ　二酸化炭素
ⓑ　硫

い

黄
おう

酸化物・窒
ちっ

素
そ

酸化物
ⓒ　フロンガス
⑶　ⓐ
⑷　ワシントン条約
⑸　国連環境開発会議
⑹　ウ
考え方 ⑴ ②北アフリカのサハラ砂漠の南

部で，特に進行している。

　　　　⑹　1993年に，釧
くし

路
ろ

湿
しつ

原
げん

に隣
りん

接
せつ

する
釧路市で会議が開かれた。

▲砂漠化を防ぐ緑化運動

霧多布湿原

釧路湿原
ウトナイ湖

クッチャロ湖
厚岸湖・
別寒辺牛湿原 宮島沼

伊豆沼・内沼
（宮城県）

谷津干潟（千葉県）

漫湖（沖縄県）

慶良間諸島海域（沖縄県）

佐潟（新潟県）

片野鴨池（石川県）

琵琶湖（滋賀県）

宍道湖
（島根県）

藤前干潟（愛知県）

や   つ   ひ  がた

まん

け   ら   ま しょとう

ふじまえ

しん  じ  こ

び    わ   こ

かた の かも

さ  かた

い  ず  ぬま うちぬま

きりたっ ぷ

みやじまぬま

あっけし

べ  かん べ  うし

▲おもなラムサール条約登録地

▲釧路湿原
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20世界の中の日本

スタートドリル P.262, 263

1 ⑴　非
ひ

核
かく

三原則
⑵　核兵器禁止条約
⑶　青年海外協力隊
⑷　Ｓ

エス

Ｄ
ディー

G
ジー

ｓ
ズ

⑸　憲法第９条
考え方 ⑵ 核拡散防止条約は，1976年に日

本も参加した核兵器の製造と取得を
禁止した条約。

　　　　⑶　平和維
い

持
じ

活動は国連が行う活動
で，選挙監

かん

視
し

活動や人道的な救
きゅう

援
えん

活
動などを行う。

2 ⑴　Ｎ
エヌ

G
ジー

Ｏ
オー

⑵　Ｏ
オー

Ｄ
ディー

Ａ
エー

⑶　自衛隊
⑷　G

ジー

Ｎ
エヌ

Ｉ
アイ

⑸　Ｔ
テ ィ カ ッ ド

ＩＣＡＤ
考え方 ⑴　ＮＧＯは非政府組織，民間援助

団体などと訳される。�

3 ⑴　アメリカ
⑵　スウェーデン
⑶　①　○　　②　○

4 ⑴　Ａ　リサイクル
Ｂ　リユース
Ｃ　リデュース
⑵　循

じゅん

環
かん

型
がた

社会
考え方 ⑵　グローバル化とは地球化という

意味で，世界がいろいろな分野で結
びついていくこと。

2 ⑴　化石燃料
⑵　①　メタンハイドレート　　②　エ
⑶　南南問題
⑷　①　増加　　②　飢

き

餓
が

考え方 ⑴　2018年時点で，石油の可採年数
（埋
まい

蔵
ぞう

量
りょう

÷その年の生産量）は，50年，
天然ガスは51年，石炭は132年であ
る。技術の進歩や需

じゅ

要
よう

を抑
おさ

えること
で可採年数はのびるが，大切に使用
する必要がある。

　　　　⑵ ②日本では地熱，風力，太陽光
の発電量は少ない。2011年 3 月の東
日本大

だい

震
しん

災
さい

による福島第一原子力発
電所の大事故により，原子力発電所
の安全性が問題視され，2020年現在
稼
か

働
どう

しているものは少ない。

　　　　⑶　発展途
と

上
じょう

国の間でも，産油国な
どは国民総所得が比

ひ

較
かく

的
てき

高いため，
経済格差が問題となっている。

0％ 20 40 60 80 100

11126
億 kwh

（2011/12「日本国勢図会」）

火力
66.7％

原
子
力
25.1

水力 7.5
その他（地熱や風力など）0.7

（2009年）

0％ 20 40 60 80 100

10074
億 kWh

（2019/20「日本国勢図会」）

火力
85.5％

原子力 3.1
水力 8.9

その他（地熱や風力など）2.5

（2017 年）

▲日本の発電の内訳の変化
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国際社会における日本の役割 P.264, 265

1 ⑴　Ｎ
エヌ

G
ジー

Ｏ
オー

　　⑵　国際連合
⑶　非

ひ

核
かく

三原則
考え方 ⑶　日本は，唯

ゆい

一
いつ

の被
ひ

爆
ばく

国
こく

として，
将来の核廃

はい

絶
ぜつ

を願う立場と，安全保
障の観点から，同盟国であるアメリ
カの核の傘

かさ

に入る立場がある。

2 ⑴　発展途
と

上
じょう

国　　⑵　政府開発援
えん

助
じょ

⑶　青年海外協力隊

3 ①　 9　　②　交戦権　　
③　非核三原則　　④　核の傘

かさ

考え方 ①　憲法第 9条では，戦争の放
ほう

棄
き

，
戦力の不保持，交戦権の否認を規定
している。

第 9条
①　日本国民は，正義と秩

ちつ

序
じょ

を基調と
する国際平和を誠実に希求し，国権
の発動たる戦争と，武力による威

い

嚇
かく

又
また

は武力の行使は，国際紛
ふん

争
そう

を解決
する手段としては，永久にこれを放

ほう

棄
き

する。
②　前

ぜん

項
こう

の目的を達するため，陸海空
軍その他の戦力は，これを保持しな
い。国の交戦権は，これを認めない。

4 ⑴　持たず，つくらず，持ちこませず
⑵　①　福

ふく

祉
し

　　②　贈
ぞう

与
よ

考え方 ⑵　②日本のＯ
オー

Ｄ
ディー

Ａ
エー

の実績は，援助
をしている国々の中では上位であり，
贈与の割合が少なく，対Ｇ

ジー

Ｎ
エヌ

Ｉ
アイ

比が
低い。

持続可能な社会をめざして P266, 267

1 ⑴　Ｓ
エス

Ｄ
ディー

G
ジー

ｓ
ズ

　　⑵　17
⑶　循

じゅん

環
かん

型
がた

社会　　⑷　リデュース
考え方 ⑷　リユースは再使用，リサイクル

は再生利用である。

2 ⑴　教育
⑵　ジェンダー
⑶　トイレ
考え方 ⑵　ジェンダーとは，社会的・文化

的につくられた性別の違いをいう。
例えば，「男は仕事をし，女は家庭を
守る。」といったあとからつくられた
役割分担などを指す。このような性
差をなくし，平等な考えを持つこと
が一つの目標となっている。

3 ①　持続
②　17
③　健康と福祉を　
④　トイレ　

4 ⑴　①　リサイクル　　②　リユース
③　有用
⑵　循環型社会形成推進基本法
考え方 ⑴　リサイクル，リデュース，リユ

ースの三つの頭文字をとって「 3Ｒ
アール

」
といわれる。

　　　　⑵　循環型社会形成推進基本法が制
定されてから，この関連で容器包装
リサイクル法，家電リサイクル法な
どリサイクルに関する法律がつくら
れた。
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総合問題　経済 P.272, 273

１１ ⑴　家計　　⑵　配当（配当金）
⑶　①　ア
②　Ａ　イ　　Ｂ　ア　　Ｃ　ウ
考え方 ⑶ ①イ　インフレのときは増税を

する。ウ　政府の通常の活動は，一
般会計予算である。

　　　　エ　復興予算は特別会計予算である。
　　　　②グラフ中のＣは割合が年々増えて

いるので社会保障関係費である。
　　　　Ｂは割合が減ってきているので公共

事業関係費である。

22 ⑴　サービス　　⑵　クレジットカード
⑶　クーリング・オフ
考え方 ⑵　クレジットカードはクレジット

カード会社が立
た

て替
か

え払
ばら

いをして，
消費者は代金を後からクレジットカ
ード会社に支払う。消費者にとって
便利だが，衝

しょう

動
どう

買いなどの落とし穴
もある。プリペイドカードは，あら
かじめお金を払っておいて，商品を
購
こう

入
にゅう

する。
　　　　⑶　クーリング・オフ制度は消費者

主権の立場で，消費者保護を目的に
している。

33 ⑴　①　公的扶
ふ

助
じょ

　　②　社会保険
⑵　循

じゅん

環
かん

型
がた

社会
考え方 ⑴　日本の社会保障制度を整理して

おこう。
かいご

▲日本の社会保障制度

まとまとめのドリル P.268, 269

1 ⑴　㋐　イ　　㋑　エ　　㋒　ア
⑵　第 9条
⑶　①　Ｓ

エス

Ｄ
ディー

G
ジー

ｓ
ズ

　　②　2030年
⑷　福

ふく

祉
し

を

2 ⑴　Ｏ
オー

Ｄ
ディー

Ａ
エー

⑵　青年海外協力隊
⑶　国連平和維

い

持
じ

活動
考え方 ⑵　例えば農業の技術指導や教育な

どがある。

3 ⑴　Ｎ
エヌ

G
ジー

Ｏ
オー

⑵　①　核
かく

の傘
かさ

　　②　核兵器禁止条約
⑶　リデュース

定期テスト対策問題定期テスト対策問題 P.270, 271

１１ ⑴　①　㋐　地球温暖化　　㋑　酸性雨
㋒　オゾン層
②　地球サミット
③　世界遺産条約
⑵　イ，エ
⑶　㋓　南北　　㋔　南南

22 ⑴　Ａ　部分的核実験　　Ｂ　核拡散
⑵　Ｉ

アイ

Ｎ
エヌ

Ｆ
エフ

⑶　ＮGＯ
⑷　①　第 9条　　②　非核三原則
考え方 ⑵ 中

ちゅう

距
きょ

離
り

核戦力のこと。
　　　　⑷ ②非核三原則→「持たず・つく

らず・持
も

ち込
こ

ませず」という核兵器
を是

ぜ

認
にん

しない三つの原則である。

33 　㋐　国際連合（国連）　　㋑　持続
　㋒　ＳＤGｓ　　㋓　2030
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総合問題　国際政治 
P.274, 275

１１ ⑴　ウィルソン　　⑵　ファシズム
⑶　国際連合憲章　　⑷　ニューヨーク
⑸　①　総会　　②　安全保障
③　経済社会
考え方 ⑶　国連の目的と活動などの基本原

則を定めた，国連の憲法というべき
文書。国際連盟と国際連合の違

ちが

いを
整理しておこう。

　　　　⑸　③経済社会理事会には，国際協
力を進める多くの専門機関がある。

　　　　●おもな専門機関

22 ⑴　慣習　　⑵　イ
⑶　Ａ

ア セ ア ン

ＳＥＡＮ
考え方 ⑶　Ｎ

ナ ト ー

ＡＴＯは北大西洋条約機構と
いう軍事同盟である。Ａ

エイ

Ｐ
ペ ッ ク

ＥＣは太
平洋のまわりの国や地域が集まって
経済協力を行っている。

33 ⑴　Ｎ
エヌ

G
ジー

Ｏ
オー

⑵　南北問題

きょ ひ けん

いっ ち

▲国際連盟と国際連合

総合問題　入試問題④ 
P.276, 277

１１ ⑴　（例）エネルギー自給率が低く，資源
を外国からの輸入に頼

たよ

っている。
⑵　フェアトレード
⑶　ウ
⑷　イ
⑸　ア・ウ
⑹　イ
考え方 ⑴　火力発電の燃料だけでなく，原

子力発電の燃料であるウランも外国
からの輸入に頼っている。そのため，
世界の情勢に価格が左右されやすく，
資源が不足する危険性もある。
⑵　フェアトレードとは，発展途

と

上
じょう

国で生産された商品を，労働に見合
った公正な価格で取引すること。正
当な価格が手に入れば，子どもを労
働ではなく学校に行かせたり，人々
の健康状態が良くなるなど，発展途
上国の生活向上が期待される。
⑷　男女差別をなくす視点は，賃金
だけでなく，採用，昇

しょう

進
しん

，職種など
あらゆる分野にわたる。
⑸　イの，消費税は累

るい

進
しん

課税ではな
い。エの，地方交付税交付金は使い
みちが限定されていない。限定され
ているのは国庫支出金である。
⑹　高負担，高

こう

福
ふく

祉
し

をめざす政府を
「大きな政府」といい，スウェーデン
など北

ほく

欧
おう

の国があてはまる。低負担，
低福祉の政府は「小さな政府」といい，
アメリカなどがあてはまる。
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総合問題　入試問題⑤ 
P.278, 279

１１ ⑴　発券銀行	
⑵　エ
⑶　ウ
⑷　①　イ
②　（例）（太陽光や風力，地熱といった
自然エネルギーは）発電時に温室効果の
ある二酸化炭素を排

はい

出
しゅつ

せず，しかも資源
に限りがある石炭などに比べ，資源がな
くなることがない。
考え方 ⑴　日本銀行の他の役割である，「銀

行の銀行」「政府の銀行」なども答え
られるようにしておくこと。
⑵　好景気のとき，失業率は下がる。
日本銀行は，銀行が持つ資金の量を
減らすため，国

こく

債
さい

を売る。逆に不
ふ

況
きょう

のときは失業率は上がる。日本銀行
は，銀行が持つ資金の量を増やすた
めに，国債を買う。
⑶　1ドル80円から1ドル110円にな
ると，円の価値は下がっていること
がわかる。円の価値が下がると，ア
メリカでの日本製品の値が下がるの
で，日本からアメリカへ輸出するこ
とは有利になる。
⑷　①アは，アメリカは京都議定書
を離

り

脱
だつ

したため誤り。エは，発展途
と

上
じょう

国の削
さく

減
げん

義務や開発抑
よく

制
せい

は盛
も

り込
こ

まれなかったため誤り。
②グラフ①では，二酸化炭素の排出
量が，グラフ②では，可採年数が指

し

摘
てき

されている。
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